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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　取付対象に対して回動可能に設けられた回動ベース体と、
　前記回動ベース体の背面部に設けられた第１制御装置及び第２制御装置と
を備え、
　前記回動ベース体が閉位置に配置されている場合には遊技機正面視において前記複数の
制御装置が前記回動ベース体の背後に隠れた状態となり、前記回動ベース体が開位置へと
移ることによりそれら制御装置が前記取付対象よりも前方へ変位して遊技機正面側へ露出
した状態となる遊技機であって、
　前記第１制御装置及び前記第２制御装置のそれぞれには、固有の識別情報を記憶した記
憶部とこの識別情報を含む電波を発信するアンテナ部とを有する電子タグが取り付けられ
ており、
　前記各電子タグは、同電子タグが取り付けられている制御装置において前記回動ベース
体の回動先端側となる部分にそれぞれ配置されており、
　前記各制御装置は、前記回動ベース体の回動先端から前記電子タグが設けられている側
の端部までの距離が同等となるように並設されていることを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記各制御装置は、前記回動ベース体の背面視にて上下に並べて配置されていることを
特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ遊技機やスロットマシン等の遊技機は、遊技に関する制御処理を実行するＣＰ
Ｕ、制御プログラムが記憶されたＲＯＭ、各種データを一時的に記憶するＲＡＭ等の各種
電子部品が実装された制御基板を備えている。そして、ＲＯＭに記憶された制御プログラ
ムに従って、ＣＰＵにより遊技機に搭載されている遊技機器が制御され、一連の遊技が実
行される。
【０００３】
　この種の遊技機では、制御基板を正規のものとは異なる不正な制御基板に変更したり、
ＲＯＭ（ＲＯＭがＣＰＵと共に１チップ化されている場合には当該チップ）を不正なもの
に交換したりする等の不正行為が行われることがある。
【０００４】
　このような不正行為に対処すべく、例えば、制御基板を透明な基板ボックス内に収容し
て制御基板の状態を外部から容易に視認できるようにする、基板ボックスに封印構造（い
わゆる、カシメ構造）を設けて基板ボックスの開封時には破壊等による開封履歴を残すよ
うにする、または基板ボックスを構成する複数のケース体を跨ぐように再貼付不可能であ
りかつ剥がすと痕跡が残る有脆弱性の封印シールを貼付する等の不正対策が採用されてい
る（例えば特許文献１参照）。これらの不正対策は、基板ボックスが開封された事実や制
御基板が交換された事実を目視確認する場合にその確認作業を補助するものであり、また
このような不正対策の存在により不正行為を躊躇させる効果も期待できる。
【０００５】
　上記の各種不正対策はいずれも制御基板や基板ボックスを目視確認するものであり、制
御基板は遊技機の背面や筐体内部に隠されて設置されているため、日々の確認作業は煩雑
である。また、封印箇所を目視では確認しづらい程度に巧妙に復元したものを発見するの
は大変な作業である。特に、遊技機設置台数の多い大型の遊技場ではそのような問題が顕
著になりやすい。
【０００６】
　一方、目視確認による不正対策以外の新たな不正対策として、例えば、制御基板または
当該制御基板を収容する基板ボックス等に、固有ＩＤ等の識別情報が記憶されたＩＣチッ
プ部及びアンテナ部を含む電子タグを取り付けた構成が開示されている（例えば特許文献
２参照）。
【特許文献１】特開２００３－１８０９１７号公報
【特許文献２】特開２００５－１４３６４１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　電子タグを取り付けておけば、遊技場の管理者などがリーダ装置などの読取装置により
識別情報の読取作業を行うことで、制御基板の不正な交換等の発生有無が確認される。こ
のような電子タグを用いた不正対策では、読取装置による読取結果により不正発見をする
ことができることから、封印箇所の目視確認に比べて不正発見のための労力は少ないし、
不正の見落としも少なくなることが期待される。
【０００８】
　また、遊技機には上述した制御基板等といった複数の監視対象物が設けられているため
、それら複数の監視対象物に対して電子タグを取り付けることで、遊技機に対する不正を
効果的に抑制することができると考えられる。
【０００９】
　ここで、電子タグを用いた不正対策においても、電子タグから発信される電波が微弱で
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あることに起因して読取装置を電子タグに近づける必要がある。したがって、識別情報の
読取作業に際しては、各遊技機に関して遊技機内部や背面を遊技場通路側に開放させる必
要があり、さらに複数ある電子タグから識別情報を読み取ることができるようにそれぞれ
の電子タグに対して読取装置を持っていく必要がある。かかる場合に、遊技機設置台数の
多い大型の遊技場においては、識別情報の読取作業を多数の遊技機に対して行う必要があ
るため、読取作業の効率面を極力向上させる必要があり、当該効率面に関して依然として
改良の余地があると考えられる。
【００１０】
　本発明は、上記例示した事情等に鑑みてなされたものであり、電子タグを利用した不正
発見作業を、効率良く行うことのできる遊技機を提供することを主たる目的とするもので
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　以下、上記課題を解決するための手段について記載する。
【００１２】
　請求項１に記載の発明は、
　取付対象に対して回動可能に設けられた回動ベース体と、
　前記回動ベース体の背面部に設けられた第１制御装置及び第２制御装置と
を備え、
　前記回動ベース体が閉位置に配置されている場合には遊技機正面視において前記複数の
制御装置が前記回動ベース体の背後に隠れた状態となり、前記回動ベース体が開位置へと
移ることによりそれら制御装置が前記取付対象よりも前方へ変位して遊技機正面側へ露出
した状態となる遊技機であって、
　前記第１制御装置及び前記第２制御装置のそれぞれには、固有の識別情報を記憶した記
憶部とこの識別情報を含む電波を発信するアンテナ部とを有する電子タグが取り付けられ
ており、
　前記各電子タグは、同電子タグが取り付けられている制御装置において前記回動ベース
体の回動先端側となる部分にそれぞれ配置されており、
　前記各制御装置は、前記回動ベース体の回動先端から前記電子タグが設けられている側
の端部までの距離が同等となるように並設されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、電子タグを利用した不正発見作業を、効率良く行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、上記課題を解決するのに有効な手段等につき、必要に応じて効果等を示しつつ説
明する。なお以下においては、理解の容易のため、発明の実施の形態において対応する構
成を括弧書き等で適宜示すが、この括弧書き等で示した具体的構成に限定されるものでは
ない。
【００１５】
　手段１．遊技機内部又は背面部に複数の制御装置（主制御装置２７１、払出制御装置３
１１）を備え、
　遊技場での設置状態において前記複数の制御装置が隠れた状態とそれら制御装置が露出
した状態とに切り替え可能な遊技機であって、
　固有の識別情報を記憶した記憶部（ＩＣチップ３０５，３２０ｂ）とこの識別情報を含
む電波を発信するアンテナ部（アンテナ部３０６，３２０ｃ）とを備えた電子タグ（ＩＣ
タグ３０３，３２０ａ）を、前記複数の制御装置のうちの第１制御装置（主制御装置２７
１）及び第２制御装置（払出制御装置３１１）にそれぞれ取り付け、
　前記第１制御装置及び前記第２制御装置のそれぞれに取り付けられた第１電子タグ（主
側ＩＣタグ３０３）及び第２電子タグ（払出側ＩＣタグ３２０ａ）が前記遊技機内部又は
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背面部において所定の領域に集約されるように、前記第１制御装置及び前記第２制御装置
における前記各電子タグの取り付け位置を設定するとともに、前記第１制御装置及び前記
第２制御装置の搭載位置を設定したことを特徴とする遊技機。
【００１６】
　手段１によれば、第１制御装置及び第２制御装置に設けられた第１電子タグ及び第２電
子タグは、記憶部とアンテナ部とを備えており、記憶部に格納された識別情報は電波とし
てアンテナ部から発信される。この場合に、第１電子タグ及び第２電子タグは、遊技機内
部又は背面部において所定の領域（集約領域）に集約されている。これにより、識別情報
の読み取り作業を行う際は、第１制御装置及び第２制御装置が隠れた状態から露出した状
態に切り替え、識別情報の読取装置を集約領域に持っていくことで、第１電子タグ及び第
２電子タグから識別情報を読み取ることが可能となる。第１電子タグと第２電子タグとが
集約させて設けられておらず離れた位置にある場合を想定すると、離れた位置にある第１
電子タグ及び第２電子タグのそれぞれに対して読取装置を持っていく必要が生じるためそ
の作業は煩雑となる。これに対して、本構成によれば、上記のとおり集約領域に読取装置
を持っていくだけでよいので、読み取り作業の作業性の向上が図られ、電子タグを利用し
た不正発見作業を効率良く行うことができる。
【００１７】
　手段２．前記第１電子タグ及び前記第２電子タグが相互に近接するように、前記第１制
御装置及び前記第２制御装置における各電子タグの取り付け位置を設定するとともに、前
記第１制御装置及び前記第２制御装置の搭載位置を設定したことを特徴とする手段１に記
載の遊技機。
【００１８】
　手段２によれば、第１電子タグ及び第２電子タグが相互に近接することとなるため、識
別情報の読み取り作業に際しては、第１電子タグと第２電子タグとの両方に対して近接す
る所定位置に読取装置を持っていくことが可能となる。そして、その所定位置にて第１電
子タグ及び第２電子タグの両方から識別情報を読み取ることが可能となる。つまり、第１
電子タグ及び第２電子タグのそれぞれに対応させて読取装置を移動させる必要がなくなる
。よって、読み取り作業の作業性の向上が図られ、電子タグを利用した不正発見作業を効
率良く行うことができる。
【００１９】
　手段３．前記近接させた各電子タグの間に前記電波を遮断する部材が介在しないよう構
成したことを特徴とする手段２に記載の遊技機。
【００２０】
　近接させた各電子タグの間に電波を遮断する部材が介在する場合を想定すると、第１電
子タグと第２電子タグとの両方に対して近接する所定位置に読取装置を持っていったとし
ても、電波を遮断する部材によって少なくとも一方からの識別情報の読み取りが不可又は
読み取りが行いづらくなるおそれがある。これに対して、手段３によれば、近接させた各
電子タグの間に電波を遮断する部材が介在しないため、上記不都合の発生が抑制され、上
記手段２における効果が好適に発揮される。
【００２１】
　手段４．前記第１制御装置及び前記第２制御装置は、電気的に相互に接続する場合又は
電気的に他の装置と接続する場合に使用されるコネクタ部を備え、
　前記近接させた各電子タグの間に前記コネクタ部が配置されないよう、前記第１制御装
置及び前記第２制御装置のそれぞれにおいて前記電子タグの取付領域（タグ集約領域ＴＳ
）と前記コネクタ部の取付領域（コネクタ設置領域ＣＳ１，ＣＳ２，ＣＳ３）とを設定し
たことを特徴とする手段２又は３に記載の遊技機。
【００２２】
　近接させた各電子タグの間にコネクタ部が配置される場合を想定すると、そのコネクタ
部に接続される電気配線によりいずれかの電子タグの少なくとも一部が覆われ、第１電子
タグと第２電子タグとの両方に対して近接する所定位置に読取装置を持っていったとして
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も、電気配線によって少なくとも一方からの識別情報の読み取りが不可又は読み取りが行
いづらくなるおそれがある。この場合、識別情報の読み取り作業に際して電気配線を動か
して電子タグが当該電気配線によって覆われていない状態とする必要が生じ、読み取り作
業の作業性が低下するおそれがある。これに対して、手段４によれば、近接させた各電子
タグの間にコネクタ部が配置されないため、上記不都合の発生が抑制され、上記手段２に
おける効果が好適に発揮される。
【００２３】
　手段５．前記第１電子タグ及び前記第２電子タグを、前記遊技機内部又は背面部におい
て前記電波を遮断する部材によって覆われていない非遮断領域に集約したことを特徴とす
る手段１乃至４のいずれかに記載の遊技機。
【００２４】
　手段５によれば、第１電子タグ及び第２電子タグが遊技機内部又は背面部において非遮
断領域に集約されているので、各電子タグが設けられた遊技機内部又は背面部を遊技機前
面側に開放することで、読取装置による両電子タグからの識別情報の読み取りが可能とな
る。つまり、識別情報の読み取り作業に際しては、各電子タグが設けられた遊技機内部又
は背面部を遊技機前面側に開放すればよく、電波を遮断する部材の取り外し作業などを要
しない。よって、電子タグを利用した不正発見作業を効率良く行うことができる。
【００２５】
　手段６．取付対象（外枠１１）に対して遊技機前方に回動可能に設けられた回動ベース
体（本体枠１２）を備え、
　この回動ベース体の背面部に前記第１制御装置及び前記第２制御装置を搭載するととも
に、
　前記背面部において前記電波を遮断する部材によって覆われていない非遮断領域に前記
各電子タグを集約したことを特徴とする手段１乃至４のいずれかに記載の遊技機。
【００２６】
　手段６の遊技機では、回動ベース体を取付対象に対して閉鎖した場合には遊技機前方か
ら見て第１制御装置及び第２制御装置が隠れ、回動ベース体を取付対象に対して遊技機前
方に回動させた場合（回動ベース体を取付対象に対して開放した場合）には遊技機前方か
ら見て第１制御装置及び第２制御装置が露出する。
【００２７】
　かかる構成において、回動ベース体の背面部に第１制御装置及び第２制御装置が搭載さ
れるとともに、当該背面部における非遮断領域に各電子タグを集約させたため、回動ベー
ス体を遊技機前方に回動させ、当該回動ベース体の背面部における非遮断領域に読取装置
を持っていくだけで、各電子タグから識別情報を読み取ることが可能となる。これにより
、読み取り作業の作業性の向上が図られ、電子タグを利用した不正発見作業を効率良く行
うことができる。
【００２８】
　なお、「回動ベース体」としては、遊技機のベースとなる遊技機ベースや、遊技機の前
面部を構成する前面扉が考えられる。
【００２９】
　手段７．取付対象（外枠１１）に対して遊技機前方に回動可能に設けられた回動ベース
体（本体枠１２）を備え、
　この回動ベース体の背面部に前記第１制御装置及び前記第２制御装置を搭載するととも
に、
　前記背面部における前記回動ベース体の回動先端側に前記各電子タグを集約したことを
特徴とする手段１乃至６のいずれかに記載の遊技機。
【００３０】
　手段７の遊技機では、回動ベース体を取付対象に対して閉鎖した場合には遊技機前方か
ら見て第１制御装置及び第２制御装置が隠れ、回動ベース体を取付対象に対して遊技機前
方に回動させた場合（回動ベース体を取付対象に対して開放した場合）には遊技機前方か



(6) JP 5315602 B2 2013.10.16

10

20

30

40

50

ら見て第１制御装置及び第２制御装置が露出する。
【００３１】
　かかる構成において、背面部における回動ベース体の回動先端側に各電子タグが集約さ
れているので、回動ベース体を遊技機前方に回動させることで、各電子タグを遊技機前方
に引き出すことができる。よって、読取装置を各電子タグの位置に無理なく持っていくこ
とができ、読み取り作業の作業性の向上が図られ、電子タグを利用した不正発見作業を効
率良く行うことができる。
【００３２】
　また、本構成によれば、回動ベース体を遊技機前方に大きく回動させなくても、読取装
置を各電子タグの位置に持っていくことが可能となるため、かかる観点からも読み取り作
業の作業性の向上が図られる。
【００３３】
　なお、「回動ベース体」としては、遊技機のベースとなる遊技機ベースや、遊技機の前
面部を構成する前面扉が考えられる。
【００３４】
　手段８．前記第１制御装置及び前記第２制御装置は、電気的に相互に接続する場合又は
電気的に他の装置と接続する場合に使用されるコネクタ部を備え、
　前記背面部における前記各電子タグよりも前記回動先端側に前記コネクタ部が配置され
ないよう、前記第１制御装置及び前記第２制御装置のそれぞれにおいて前記電子タグの取
付領域（タグ集約領域ＴＳ）と前記コネクタ部の取付領域（コネクタ設置領域ＣＳ１，Ｃ
Ｓ２，ＣＳ３）とを設定したことを特徴とする手段７に記載の遊技機。
【００３５】
　各電子タグよりも回動ベース体の回動先端側にコネクタ部が配置される場合を想定する
と、そのコネクタ部に接続される電気配線によりいずれかの電子タグの少なくとも一部が
覆われ、回動ベース体を回動させ当該回動ベース体の回動先端側に読取装置を持っていっ
たとしても、電気配線によって少なくとも一方からの識別情報の読み取りが不可又は読み
取りが行いづらくなるおそれがある。この場合、識別情報の読み取り作業に際して電気配
線を動かして電子タグが当該電気配線によって覆われていない状態とする必要が生じ、読
み取り作業の作業性が低下するおそれがある。これに対して、手段８によれば、各電子タ
グよりも回動先端側にコネクタ部が配置されないため、上記不都合の発生が抑制され、上
記手段７における効果が好適に発揮される。
【００３６】
　手段９．前記背面部における前記回動先端側の端部において当該端部に沿うようにして
前記各電子タグを取り付けたことを特徴とする手段７又は８に記載の遊技機。
【００３７】
　手段９によれば、背面部における回動先端側の端部において当該端部に沿うようにして
各電子タグが取り付けられているので、回動ベース体を遊技機前方に回動させることで、
各電子タグの両方を極力大きく遊技機前方に引き出すことができる。例えば、背面部にお
いて回動先端側の端部と略直交する方向に各電子タグを並設する構成も考えられるが、か
かる構成ではいずれかの電子タグがもう一方の電子タグに対して回動ベース体の回動基端
側となってしまう。これに対して、本構成によれば、上記のとおり各電子タグの両方を極
力大きく遊技機前方に引き出すことができる。
【００３８】
　また、本構成によれば、各電子タグが露出する程度に回動ベース体を遊技機前方に回動
させるだけで、読取装置を各電子タグの両方の位置に持っていくことが可能となる。
【００３９】
　手段１０．前記各電子タグは、前記識別情報の読み取りを行う読取装置（リーダ装置Ｒ
）から発信される特定周波数の電波を前記アンテナ部にて受信することにより前記識別情
報を含んだ電波を応答波として発信する構成とし、
　前記第１電子タグの前記特定周波数と前記第２電子タグの前記特定周波数とを異ならせ
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たことを特徴とする手段１乃至９のいずれかに記載の遊技機。
【００４０】
　手段１０によれば、各電子タグから常に電波が発信されるのではなく、読取装置から特
定周波数の電波が発信されそれがアンテナ部にて受信された場合に応答波として発信され
る。これにより、識別情報の読み取り作業時ではない通常時などにおいて各電子タグから
電波が発信されることが防止される。遊技時などにおいて各電子タグから電波が発信され
ると、それが制御装置に対してノイズとなり制御装置が誤動作するおそれがあるが、本構
成によれば、かかる不都合の発生を防止することができる。
【００４１】
　また、上記手段１等を備え、第１電子タグと第２電子タグとが集約されている構成にお
いては、第１電子タグからの電波と第２電子タグからの電波とが読取装置にて同時に受信
され情報の混線が発生することで、識別情報の読み取りを正確に行えないおそれがある。
これに対して、本構成によれば、第１電子タグの特定周波数と第２電子タグの特定周波数
とが異なっているため、読取装置からの各特定周波数の電波の発信タイミングを異ならせ
ることで、第１電子タグからの電波と第２電子タグからの電波とが読取装置にて同時に受
信されることが抑制され、識別情報の読み取りを正確に行うことができる。
【００４２】
　手段１１．前記各電子タグは、前記識別情報の読み取りを行う読取装置から発信される
特定周波数の電波を前記アンテナ部にて受信することにより前記識別情報を含んだ電波を
応答波として発信する構成とし、
　前記第１電子タグの前記特定周波数と前記第２電子タグの前記特定周波数とを同一とし
たことを特徴とする手段１乃至９のいずれかに記載の遊技機。
【００４３】
　手段１１によれば、各電子タグから常に電波が発信されるのではなく、読取装置から特
定周波数の電波が発信されそれがアンテナ部にて受信された場合に応答波として発信され
る。これにより、識別情報の読み取り作業時ではない通常時などにおいて各電子タグから
電波が発信されることが防止される。遊技時などにおいて各電子タグから電波が発信され
ると、それが制御装置に対してノイズとなり制御装置が誤動作するおそれがあるが、本構
成によれば、かかる不都合の発生を防止することができる。
【００４４】
　また、第１電子タグの特定周波数と第２電子タグの特定周波数とが同一となっている。
そして、上記手段１等を備え、第１電子タグと第２タグとが集約されているため、読取装
置から前記特定周波数の電波を発信することで、両電子タグから識別情報を同時に読み取
ることが可能となる。これにより、読み取り作業の作業性の向上が図られ、電子タグを利
用した不正発見作業を効率良く行うことができる。
【００４５】
　手段１２．前記第１制御装置は遊技の主たる制御を実行する主制御装置（主制御装置２
７１）であり、前記第２制御装置は当該主制御装置による制御に基づいて遊技媒体の払い
出しの制御を実行する払出制御装置（払出制御装置３１１）であることを特徴とする手段
１乃至１１のいずれかに記載の遊技機。
【００４６】
　主制御装置及び払出制御装置のいずれに関しても不正行為が想定される。これに対して
、それぞれの制御装置に電子タグを取り付けることで、遊技機に対する不正行為の発見を
効果的に行うことができる。
【００４７】
　手段１３．前記第１電子タグ及び前記第２電子タグを、一方の面に粘着層（粘着層３０
２）を有する各ベースシート（ベースシート３０１）に貼り付けて第１シール部材（封印
シール３００）及び第２シール部材（封印シール３２０）を構成し、それら各シール部材
を前記第１制御装置及び前記第２制御装置のそれぞれに貼り付けたことを特徴とする手段
１乃至１２のいずれかに記載の遊技機。
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【００４８】
　手段１３によれば、第１シール部材及び第２シール部材が第１制御装置及び第２制御装
置にそれぞれ貼り付けられることにより、第１電子タグ及び第２電子タグが第１制御装置
及び第２制御装置にそれぞれ取り付けられる。この場合、各電子タグを、各ベースシート
に覆われるようにして各制御装置に貼り付けることができ、各電子タグの保護を図ること
ができる。
【００４９】
　手段１４．手段１３において、長尺状をなす前記各アンテナ部を直線状、略直線状又は
弧状に拡げた状態で前記各電子タグを前記各ベースシートに貼り付ける一方、前記各ベー
スシートを、前記各制御装置への貼付状態から剥がす際にその応力に伴い破損が生じる程
度の脆弱性を有するものとしたことを特徴とする遊技機。
【００５０】
　手段１４によれば、各ベースシートは一旦貼り付けた後は、剥がす際の応力により破損
するため、その破損に伴って長尺状の各アンテナ部にも破損が生じる。したがって、各シ
ール部材を剥がす場合には各電子タグの破損を招くこととなり、各電子タグを取り出そう
とする不正行為が抑制できる。
【００５１】
　手段１５．手段１４において、前記各制御装置を、複数に分割可能な各基板ボックス（
基板ボックス２７３，３１５）内に各制御基板をそれぞれ収容して構成し、前記各基板ボ
ックスの分割部分を跨ぐようにして前記各シール部材を貼り付けたことを特徴とする遊技
機。
【００５２】
　手段１５によれば、各基板ボックスの分割部分を跨ぐようにして各シール部材が貼り付
けられているため、各制御基板の取り出しや、各基板ボックス内への不正な電子部品の装
着などを目的として各基板ボックスを開放する場合には、各シール部材を一旦剥がさなけ
ればならない。そのため、上記のとおり各シール部材を剥がすことに伴い各電子タグの破
損が生じ、その後の各電子タグの使用を不可とすることができる。これにより、不正行為
の発見が可能となる。
【００５３】
　手段１６．手段１５において、前記基板ボックスは、複数のケース体（ボックスベース
２７６、ボックスカバー２７７）からなり、
　それらケース体を相互に締結する締結具（ネジ２８３，２８４）を設けるとともに、当
該締結具の少なくとも一部を覆うようにして前記シール部材を貼り付け、
　さらに、前記ベースシートを略四角形状に形成するとともに、
　前記アンテナ部を、その長手方向が前記ベースシートのすべての辺方向と交差し、前記
ベースシートとともに前記ケース体間の境界を跨ぐように前記ベースシートの一辺側から
他の一辺側に亘って延び、さらに前記締結具における前記シールに覆われる部分と対峙す
るようにして配置したことを特徴とする遊技機。
【００５４】
　手段１６によれば、シール部材をその隅角からではなく、その一辺全体から剥がそうと
したとしても、アンテナ部の長手方向と交差する方向に破壊が生じる。そして、破壊が生
じた位置にてアンテナ部が分断されることとなる。この場合、遊技場の管理者等が読取装
置により記憶部に格納された識別情報を確認できなくなるので、制御基板に対して不正が
行われたことを容易に且つ確実に発見することができる。
【００５５】
　また、アンテナ部は、締結具と対峙するようにして配置されている。したがって、締結
具を取り外すべく締結具を露出させるようにシール部材を巧妙に剥がそうとしたとしても
、そのためにはシール部材におけるアンテナ部が配置された部分を剥がす必要が生じる。
そして、かかる場合、アンテナ部が分断され読取装置により識別情報が確認できなくなる
ことで、制御基板に対して不正が行われたことを確実に発見することができる。
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【００５６】
　なお、「略四角形状」としては、正方形状や長方形状などが考えられる。
【００５７】
　手段１７．手段１６において、前記締結具を着脱自在とし、
　前記シール部材を前記締結具の取り外し方向側の端部（頭部２８３ａ，２８４ａの頂上
）を覆うようにして貼り付けるとともに、前記アンテナ部を当該端部と対峙するようにし
て配置したことを特徴とする遊技機。
【００５８】
　手段１７によれば、締結具は着脱自在であるため、遊技場などにおける制御基板の点検
時やメンテナンス時には締結具の締結を解除し制御基板を取り出すことが可能である。か
かる構成において、制御基板を不正に取り出すためには締結具の取り外し方向側の端部を
露出させる必要がある。この場合に、当該端部を露出させるようにシール部材を巧妙に剥
がそうとしたとしても、当該端部と対峙するようにしてアンテナ部が配置されているため
シール部材におけるアンテナ部が配置された部分を剥がす必要が生じる。したがって、締
結具の取り外し方向側の端部を露出させようとするとアンテナ部が分断されて読取装置に
より識別情報が確認できなくなり、制御基板に対して不正が行われたことを確実に発見す
ることができる。
【００５９】
　なお、「着脱自在」である構成とは、ケース体や締結具などの破壊を伴わずに当該締結
具の着脱を行うことができる構成をいい、例えば、ネジやビスなどを締結具として用いる
構成をいう。
【００６０】
　手段１８．手段１７において、前記アンテナ部を、前記締結具の前記端部を跨ぐように
して配置したことを特徴とする遊技機。
【００６１】
　手段１８によれば、アンテナ部が締結具の取り外し方向側の端部を跨いでいるので、当
該端部を露出させる際にアンテナ部の分断が生じる機会を多く設けることができる。よっ
て、制御基板に対して不正が行われたことを確実に発見することができる。
【００６２】
　手段１９．手段１７において、前記シール部材が貼り付けられる各ケース体には相互に
連通する連通孔（ネジ孔２８５，２８６）を設けるとともに、前記締結具は前記連通孔に
挿通された状態で締結を行い、
　前記アンテナ部を、前記連通孔における前記締結具の取り外し方向の開口（取り外し側
開口２８９，２９０）を跨ぐようにして配置したことを特徴とする遊技機。
【００６３】
　手段１９によれば、アンテナ部が連通孔における締結具の取り外し方向の開口を跨いで
いるので、締結具の取り外し方向側の端部を露出させる際にアンテナ部の分断が生じる機
会を多く設けることができる。よって、制御基板に対して不正が行われたことを確実に発
見することができる。
【００６４】
　手段２０．手段１９において、前記アンテナ部の短手方向の寸法を、前記開口の開口幅
よりも小さくするとともに、
　前記アンテナ部を、前記開口を挟んで当該開口の周縁部を架渡すようにして配置したこ
とを特徴とする遊技機。
【００６５】
　手段２０によれば、開口を挟んで当該開口の周縁部を架渡すようにしてアンテナ部が配
置されているので、シール部材を剥がす場合にはアンテナ部における開口の周縁部に対応
する位置にシール部材を剥がす力に伴う応力が集中し易くなる。そして、アンテナ部の短
手方向の寸法は開口の開口幅よりも小さくなっている。よって、アンテナ部の分断が生じ
る機会を多く設けることができ、制御基板に対して不正が行われたことを確実に発見する
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ことができる。
【００６６】
　なお、「連通孔における締結具の取り外し方向に位置する開口側を段差状に拡径させて
締結具の頭部を収容する頭収容部を形成し、この頭収容部の段差部に前記頭部が当接する
ことで前記締結具の挿入方向の移動が規制される構成」においては、アンテナ部の短手方
向の寸法を、頭収容部の孔径よりも小さくする構成としてもよい。
【００６７】
　手段２１．手段１６乃至２０のいずれかにおいて、前記ケース体の前記シール部材が貼
り付けられる貼付面（貼付面２８１ａ，２８１ｂ，２８２ａ，２８２ｂ）に対応させて、
前記アンテナ部が前記締結具と対峙する位置となるように前記シール部材の貼付位置をガ
イドするガイド手段（囲い部Ｃ）を設けたことを特徴とする遊技機。
【００６８】
　手段２１によれば、ガイド手段が設けられていることにより、シール部材を貼付面に貼
り付けることで自ずとアンテナ部が締結具と対峙する。これにより、アンテナ部と締結具
とを確実に対峙させることができる。また、シール部材を貼り付ける場合の作業性を低下
させることなく、アンテナ部と締結具とを対峙させることができる。
【００６９】
　手段２２．手段２１において、前記ガイド手段は、前記貼付面を囲むようにして形成さ
れた囲い枠（囲い部Ｃ）であることを特徴とする遊技機。
【００７０】
　手段２２によれば、シール部材を貼り付ける場合には囲い枠により囲まれた領域内にシ
ール部材を持っていけばよく、シール部材を貼り付ける場合の作業性を向上させることが
できる。また、制御基板に対して不正を行うべくシール部材を剥がそうとしても、シール
部材は囲い枠にて囲まれているためにその剥がし行為が非常に困難なものとなる。したが
って、当該剥がし行為に際してベースシートが破壊され易くなり、さらにはアンテナ部が
分断され易くなる。よって、制御基板に対して不正が行われたことを確実に発見すること
ができる。さらには、囲い枠がガイド手段としての機能とシール部材の剥がし行為を困難
なものとする機能とを併せ持つこととなり、構成の簡素化を図りつつ上記効果を奏するこ
とができる。
【００７１】
　手段２３．手段２２において、前記貼付面に前記シール部材を貼り付ける場合に前記ア
ンテナ部が前記締結具と対峙する位置から外れない範囲内で、前記貼付面が前記シールの
面積よりも広くなるように前記囲い枠を形成したことを特徴とする遊技機。
【００７２】
　手段２３によれば、貼付面がシール部材の面積よりも広くなるように囲い枠が形成され
ている。また、貼付面はシール部材を貼り付ける場合にアンテナ部が締結具と対峙する位
置から外れない範囲内で設定されている。これにより、シール部材を貼付面に貼り付ける
場合の貼付位置にゆとりが生まれ、上記手段２２における効果を奏するようにした構成に
おいてシール部材を貼り付ける場合の作業性を向上させることができる。
【００７３】
　手段２４．手段１６乃至２３のいずれかにおいて、前記締結具を複数設け、
　さらに前記シール部材を前記複数の締結具に対してそれぞれの少なくとも一部を覆うよ
うにして貼り付けるとともに、前記アンテナ部を前記複数の締結具における前記シール部
材に覆われる部分と対峙するようにして配置したことを特徴とする遊技機。
【００７４】
　手段２４によれば、締結具が複数設けられているので、各ケース体が強固に締結される
。かかる構成においては、制御基板を取り外すためにはすべての締結具の締結を解除する
必要がある。この場合に、シール部材が複数の締結具に対してそれぞれの少なくとも一部
を覆うようにして貼り付けられている。よって、不正に締結具の締結を解除する作業を煩
雑なものとすることができ、さらにはかかる不正な解除作業に際してベースシートの破壊
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が生じる機会を多く設けることができる。一の締結具を巧妙に露出させることができたと
しても、他の締結具を露出させる必要があるからである。
【００７５】
　また、複数の締結具におけるシール部材に覆われる部分と対峙するようにしてアンテナ
部が配置されているので、不正に締結具の締結が解除される場合においてアンテナ部の分
断が生じる機会を多く設けることができる。よって、制御基板に対して不正が行われたこ
とを確実に発見することができる。
【００７６】
　手段２５．手段１６乃至２３のいずれかにおいて、前記各ケース体の外周部には相互に
対向する板面を有する貼付板部（貼付板部２８１，２８２）を設け、
　前記締結具は、前記板面に対して略直交する方向に延び、前記両貼付板部における両者
の境界を跨ぐようにして形成された連通孔（ネジ孔２８３，２８４）に挿通された状態で
締結を行い、
　さらに各貼付板部の境界を跨ぐようにして前記シール部材を貼り付ける構成であって、
　前記締結具として、前記各貼付板部の境界に対して一方の貼付板部側への方向を取り外
し方向とする第１締結具（第１ネジ２８３）と、その反対方向を取り外し方向とする第２
締結具（第２ネジ２８４）とを設け、
　前記シール部材を、前記第１締結具及び前記第２締結具の両方の取り外し方向側の端部
（頭部２８３ａ，２８４ａの頂上）を覆うようにして貼り付けるとともに、
　前記アンテナ部を、前記両貼付板部における対応する締結具の取り外し方向側の面（第
１貼付面２８１ａ、第２貼付面２８２ａ）に位置し、且つ前記第１締結具の前記端部又は
前記第２締結具の前記端部の少なくとも一方と対峙するようにして配置したことを特徴と
する遊技機。
【００７７】
　手段２５の遊技機では、貼付板部が締結具によって締結されるのに伴って、各ケース体
が締結される。そして、その締結された貼付板部の境界を跨ぐようにしてシール部材が貼
り付けられている。この場合に、締結具が複数設けられているので、各貼付板部（各ケー
ス体）が強固に固定される。また、制御基板を取り外すためには、第１締結具及び第２締
結具の締結を解除する必要がある。
【００７８】
　かかる構成において、第１締結具は各貼付板部の境界に対して一方の貼付板部側への方
向が取り外し方向となるように取り付けられているのに対して、第２締結具はその反対方
向が取り外し方向となるように取り付けられている。そして、これら第１締結具及び第２
締結具の取り外し方向側の端部を覆うようにしてシール部材が貼り付けられており、さら
に両貼付板部における対応する締結具の取り外し方向側の面に位置するようにしてアンテ
ナ部が配置されている。よって、不正に締結具の締結を解除する作業を煩雑なものとする
ことができ、さらにはかかる不正な解除作業に際してベースシートの破壊、及びアンテナ
部の分断が生じる機会を多く設けることができる。第１締結具の取り外し方向側の端部又
は第２締結具の取り外し方向側の端部のいずれか一方を露出させることができたとしても
、他方を露出させる必要があるからである。
【００７９】
　また、例えば、第１締結具及び第２締結具のいずれもが、両貼付板部の境界に対して同
一方向を取り外し方向とする構成においては、たとえ両貼付板部の境界を跨ぐようにして
シール部材を貼り付け、さらに両貼付板部における対応する締結具の取り外し方向側の面
に位置するようにしてアンテナ部を配置していたとしても、当該シール部材における前記
締結具の取り外し方向側の部分を剥がすだけで、すなわち、シール部材をすべて剥がすこ
となく、両締結具の取り外し方向側の端部を露出させることができてしまう。この場合、
上記のようにシール部材を貼り付け、さらに上記のようにアンテナ部を配置した効果が好
適に発揮されなくなってしまう。これに対して、本手段２５における構成によれば上記の
とおりであるので、当該効果が好適に発揮される。
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【００８０】
　手段２６．手段２５において、前記アンテナ部を、前記第１締結具の前記端部及び前記
第２締結具の前記端部の両方と対峙するようにして配置したことを特徴とする遊技機。
【００８１】
　手段２６によれば、第１締結具及び第２締結具の両方の取り外し方向側の端部と対峙す
るようにしてアンテナ部が配置されているので、不正に締結具の締結が解除される場合に
おいてアンテナ部の分断が生じる機会を多く設けることができる。よって、制御基板に対
して不正が行われたことを確実に発見することができる。
【００８２】
　手段２７．手段２６において、前記アンテナ部を、前記ベースシートの中心に対して点
対称となるようにして配置したことを特徴とする遊技機。
【００８３】
　手段２７によれば、１８０°回転させて貼付面にシール部材を貼り付けたとしても、第
１締結具及び第２締結具の両方の取り外し方向側の端部に対してアンテナ部を対峙させる
ことができる。よって、第１締結具及び第２締結具の両方の取り外し方向側の端部に対し
てアンテナ部を対峙させるようにした構成において、シール部材を貼り付ける場合の作業
性を向上させることができる。
【００８４】
　なお、ベースシートを長方形状（矩形状）に形成することで、シール部材の貼り付け作
業を行う作業者にとっては、シール部材の短手方向又は長手方向を基準として当該シール
部材をケース体に貼り付けるだけで第１締結具及び第２締結具の両方の取り外し方向側の
端部に対してアンテナ部を対峙させることができ、シール部材を貼り付ける場合のさらな
る作業性向上を図ることができる。
【００８５】
　さらには、上記手段２１乃至２３のいずれかを備えた構成においては、ガイド手段によ
りシール部材の貼り付け位置がガイドされるため、シール部材の貼り付け作業を行う作業
者にとっては、ガイド手段にガイドされた位置にシール部材を貼り付けるだけで第１締結
具及び第２締結具の両方の取り外し方向側の端部に対してアンテナ部を対峙させることが
でき、シール部材を貼り付ける場合のさらなる作業性向上を図ることができる。
【００８６】
　手段２８．手段１６乃至２７のいずれかにおいて、前記締結具を金属製とし、
　前記アンテナ部を前記締結具に対して離間させて配置したことを特徴とする遊技機。
【００８７】
　手段２８によれば、締結具が金属製であるので、制御基板を不正に取り外すべく締結具
を分断しようとする行為が抑制される。この場合に、アンテナ部が締結具に対して離間さ
れているので、不正が行われていない場合における読取装置への識別情報の送信を確実に
行うことができる。金属製の締結具とアンテナ部とが接触しているとアンテナ部に対して
設定された周波数が変化してしまうなどといった理由により、読取装置への識別情報の送
信が阻害されてしまうからである。よって、かかる不都合を生じさせることなく、締結具
と対峙するようにしてアンテナ部を配置したことによる上述した効果を得ることができる
。
【００８８】
　手段２９．手段２８において、前記シール部材が貼り付けられる各ケース体には相互に
連通する連通孔（ネジ孔２８５，２８６）を設けるとともに、前記締結具は前記連通孔に
挿通された状態で締結を行い、
　前記締結具の挿通状態において当該締結具の取り外し方向側の端部（頭部２８３ａ，２
８４ａの頂上）の位置が前記連通孔におけるその軸線方向の途中位置となるよう構成し、
　さらに、前記シール部材を、前記連通孔における前記締結具の取り外し方向に位置する
開口（取り外し側開口２８９，２９０）を覆うようにして貼り付けるとともに、
　前記アンテナ部を、前記締結具の前記端部と対峙するようにして配置したことを特徴と
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する遊技機。
【００８９】
　手段２９によれば、締結具の取り外し方向側の端部の位置が連通孔におけるその軸線方
向の途中位置となっているのに対して、アンテナ部の位置が連通孔における締結具の取り
外し方向側の開口付近となっている。よって、締結具と対峙するようにアンテナ部を配置
した構成において、金属製の締結具とアンテナ部とを確実に離間させることができる。
【００９０】
　なお、上記手段１９を備えた構成においては、アンテナ部が連通孔における前記開口を
跨ぐこととなるので、アンテナ部が締結具の前記端部に向けて（連通孔内に向けて）撓み
にくくなり、アンテナ部と締結具の前記端部とを対峙させた構成において両者を確実に離
間させることができる。
【００９１】
　手段３０．手段２９において、前記アンテナ部と前記締結具の前記端部との間には、両
者を介在する介在部材を不具備としたことを特徴とする遊技機。
【００９２】
　手段３０によれば、アンテナ部と締結具の取り外し方向側の端部との間に両者を介在す
る介在部材が不具備となっているので、アンテナ部と締結具の取り外し方向側の端部との
間には所定の空間が形成されている。また、連通孔における締結具の取り外し方向に位置
する開口を覆うようにしてシール部材が貼り付けられている。これにより、不正に締結具
の締結を解除すべくシール部材を剥がして締結具の取り外し方向側の端部を露出させよう
とする場合において、アンテナ部の分断が生じる機会を多く設けることができる。つまり
、シール部材は開口の周縁部を境界としてケース体に貼り付けられた部分と貼り付けられ
ていない部分とが存在し、これはアンテナ部においても同様である。この場合に、締結具
の取り外し方向側の端部を露出させようとしてシール部材を剥がすと、アンテナ部におけ
るケース体に貼り付けられた部分と貼り付けられていない部分との境界にシール部材を剥
がす力に伴う応力が集中し易くなるからである。よって、制御基板に対して不正が行われ
たことを確実に発見することができる。
【００９３】
　特に、上記手段２０及び当該手段３０を備えた構成においては、開口を挟んで当該開口
の周縁部を架渡すようにしてアンテナ部が配置されており、さらにアンテナ部と締結具の
取り外し方向側の端部との間に所定の空間が形成される。つまり、アンテナ部における架
渡す部位が浮いた状態となる。よって、締結具の取り外し方向側の端部を露出させようと
してシール部材を剥がすと、アンテナ部におけるケース体に貼り付けられた部分と貼り付
けられていない部分との境界にシール部材を剥がす力に伴う応力がより集中し易くなる。
よって、アンテナ部の分断が生じる機会をより多く設けることができる。
【００９４】
　手段３１．手段１６乃至３０のいずれかにおいて、前記アンテナ部を、前記ベースシー
トの一隅部側からその対角方向の隅部側に亘って延びるようにして配置したことを特徴と
する遊技機。
【００９５】
　手段３１によれば、アンテナ部がベースシートの一隅部側からその対角方向の隅部側に
亘って延びるようにして配置されていることにより、アンテナ部の長手方向の寸法を長く
確保することができる。よって、シール部材が剥がされた場合におけるアンテナ部の分断
が生じる機会を多く設けることができるので、制御基板に対して不正が行われたことをよ
り確実に発見することができる。
【００９６】
　手段３２．手段３１において、前記アンテナ部を、前記ベースシートの対角線上に配置
したことを特徴とする遊技機。
【００９７】
　手段３２によれば、アンテナ部がベースシートの対角線上に設けられているので、アン
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テナ部の長さ寸法を極力大きく確保することができる。よって、シール部材が剥がされた
場合におけるアンテナ部の分断が生じる機会をできる限り多く設けることができる。
【００９８】
　手段３３．手段１６乃至３２のいずれかにおいて、前記記憶部はＩＣチップであり、当
該ＩＣチップを基準としてその両側に向けて前記アンテナ部の長手方向が延びるように、
前記ＩＣチップの配置位置を設定したことを特徴とする遊技機。
【００９９】
　手段３３によれば、ＩＣチップを基準としてその両側に向けてアンテナ部の長手方向が
延びるようにＩＣチップの配置位置が設定されているので、ＩＣチップがシール部材の外
縁側（一辺側）には位置しないこととなる。よって、ＩＣチップの厚みに起因してシール
部材が剥がし易くなることを抑制することができる。即ち、ＩＣチップは所定の厚みを有
するためシール部材におけるＩＣチップの周囲とケース体との間には隙間が生じることと
なる。この場合に、ＩＣチップがシール部材の外縁側にあるとその外縁とケース体との隙
間に指を掛けることでシール部材が剥がし易くなってしまう。これに対して、本手段のよ
うに、ＩＣチップの位置がシール部材の外縁側でないことにより、所定の厚みを有するＩ
Ｃチップを備えた構成においてシール部材が剥がし易くなることを抑制することができる
。
【０１００】
　なお、ＩＣチップをアンテナ部の長手方向の略中央に配置することで、上記効果はより
顕著なものとなる。
【０１０１】
　手段３４．手段１６乃至３３のいずれかにおいて、前記記憶部はＩＣチップであり、前
記アンテナ部の厚み寸法が前記ＩＣチップの厚み寸法よりも小さいことを特徴とする遊技
機。
【０１０２】
　手段３４によれば、アンテナ部の厚み寸法がＩＣチップの厚み寸法よりも小さいので、
シール部材が剥がされた際にアンテナ部が破壊され易くなる。よって、制御基板に対して
不正が行われたことをより確実に発見することができる。
【０１０３】
　この場合に、ＩＣチップがシール部材の外縁側にあると、シール部材が剥がし易くなっ
てしまう。これに対して、上記手段３３の構成を備えることで、シール部材が剥がし易く
なることを抑制することができる。
【０１０４】
　手段３５．手段１６乃至３４のいずれかにおいて、前記シール部材を、曲げ中心の延び
る方向が該シール部材の一辺の延びる方向に対して略平行となるように、所定の角度又は
所定の曲率で曲げて前記ケース体に貼り付けたことを特徴とする遊技機。
【０１０５】
　手段３５によれば、曲げ中心の延びる方向がシール部材の一辺の延びる方向に対して略
平行となるように、シール部材が所定の角度又は所定の曲率で曲げてケース体に貼り付け
られているので、シール部材がその隅角から剥がされた場合のベースシートの破壊がより
顕著に発生することとなる。なぜなら、上記のようにシール部材が貼り付けられている構
成においてシール部材をその隅角から剥がそうとすると、曲げ中心の端部に剥がす力に伴
う応力が集中するからである。この場合、制御基板に対して不正を行おうとする者は、自
ずとシール部材の一辺に沿う方向に当該シール部材を剥がそうとする。これに対して、上
記手段１６の構成を備えていることにより、一辺に沿う方向にシール部材を剥がそうとす
るとアンテナ部が分断され、制御基板に対して不正が行われたことを容易に発見すること
ができる。
【０１０６】
　手段３６．手段１６乃至３５のいずれかにおいて、前記ベースシートにおける前記アン
テナ部の周囲に、アンテナ用切り込み（アンテナ用切り込み３０７）を複数形成したこと
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を特徴とする遊技機。
【０１０７】
　手段３６によれば、シール部材が剥がされた場合、その剥がす力に伴う応力がアンテナ
部の周囲に形成されたアンテナ用切り込みの端部に集中し、アンテナ用切り込みの端部か
らベースシートが破壊されるのに伴ってアンテナ部も破壊され、その位置にてアンテナ部
が分断されることとなる。よって、アンテナ部が分断され易くなり、制御基板に対して不
正が行われた場合の発見をより確実に行うことができる。
【０１０８】
　手段３７．手段３６において、前記アンテナ用切り込みは、前記アンテナ部の長手方向
及び前記ベースシートのすべての辺方向に対して交差する方向に延びる線状の切り込みで
あることを特徴とする遊技機。
【０１０９】
　手段３７によれば、アンテナ用切り込みは、アンテナ部の長手方向及びベースシートの
すべての辺方向に対して交差する方向に延びる線状の切り込みであるので、シール部材が
一辺に沿う方向に剥がされた場合の剥がす力に伴う応力がアンテナ用切り込みのアンテナ
部側端部に集中し易くなる。これにより、アンテナ用切り込みを介したアンテナ部の分断
をより発生し易くすることができる。
【０１１０】
　なお、アンテナ部が分断されない程度でアンテナ部に達する位置までアンテナ用切り込
みを形成する構成とすることにより、シール部材が剥がされた場合のアンテナ部の分断が
より発生し易くなる。
【０１１１】
　また、アンテナ部を挟んでアンテナ用切り込みが直線状に並ばないようにすることで、
例えば、遊技機の製造時におけるシール部材の貼り付け作業時などといった不正と関係の
ない場合に、アンテナ部を挟んで位置するアンテナ用切り込みが繋がりそれに伴ってアン
テナ部が分断されてしまうことを抑制することができる。
【０１１２】
　手段３８．手段１６乃至３７のいずれかにおいて、前記ベースシートの少なくとも隅角
に、外周から内側に向けて延びる複数の外縁切り込み（外縁切り込み３０９）を形成した
ことを特徴とする遊技機。
【０１１３】
　手段３８によれば、シール部材をその隅角から剥がすと、剥がす力に伴う応力が外縁切
り込みの内側端部に集中しベースシートの破壊がより発生し易くなる。この場合、制御基
板に対して不正を行おうとする者は、自ずとシール部材の一辺に沿う方向に当該シール部
材を剥がそうとする。これに対して、上記手段１６の構成を備えていることにより、一辺
に沿う方向にシール部材を剥がそうとするとアンテナ部が分断され、制御基板に対して不
正が行われたことを容易に発見することができる。
【０１１４】
　なお、外縁切り込みをベースシートの外周方向に多数並べて形成することにより、シー
ル部材がその一辺に沿う方向に剥がされた場合に、ベースシートの破壊が発生し易くなる
。これにより、シール部材が不正に剥がされたことの痕跡がベースシートに残ることとな
り、不正の発見をより容易に行うことができる。
【０１１５】
　手段３９．手段３８において、前記外縁切り込みの少なくとも内側端部を、線状又は鋭
角状としたことを特徴とする遊技機。
【０１１６】
　手段３９によれば、外縁切り込みの少なくとも内側端部が線状又は鋭角状となっている
ので、シール部材をその隅角から剥がした場合に、その剥がす力に伴う応力が外縁切り込
みの内側端部により局所的に集中することとなる。よって、シール部材をその隅角から剥
がした場合の外縁切り込みを介したベースシートの破壊をより発生し易くすることができ
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る。
【０１１７】
　手段４０．手段１６乃至３９のいずれかにおいて、前記ベースシートにおける隅角側に
隅側切り込み（隅側切り込み３０８）を形成したことを特徴とする遊技機。
【０１１８】
　手段４０によれば、ベースシートにおける隅角側に隅側切り込みが形成されているので
、シール部材をその隅角から剥がした場合におけるベースシートの破壊がより発生し易く
なる。この場合、制御基板に対して不正を行おうとする者は、自ずとシール部材の一辺に
沿う方向に当該シール部材を剥がそうとする。これに対して、上記手段１６の構成を備え
ていることにより、一辺に沿う方向にシール部材を剥がそうとするとアンテナ部が分断さ
れ、制御基板に対して不正が行われたことを容易に発見することができる。
【０１１９】
　なお、隅側切り込みをベースシートのコーナー部分に沿うようにして略Ｌ字状に形成す
る構成とすることにより、シール部材がその隅角から剥がされた場合に、ベースシートを
より破壊され易くすることができ、さらには破壊の程度を大きくすることができる。
【０１２０】
　手段４１．手段１６乃至４０のいずれかにおいて、前記複数のケース体は一対のケース
体からなり、一方のケース体に対して他方のケース体をスライドさせることで分離可能と
なる構成とし、前記シール部材を前記一対のケース体におけるスライド方向の端部に貼り
付けたことを特徴とする遊技機。
【０１２１】
　手段４１では、一方のケース体に対して他方のケース体をスライドさせることで、一対
のケース体を分離させることができる。この場合に、シール部材が一対のケース体におけ
るスライド方向の端部に貼り付けられているので、ケース体を分離させるには必ずシール
部材を剥がす必要がある。そして、上記手段１６等の構成を備えていることにより、シー
ル部材を剥がしたことが容易に且つ確実に発見される構成となっている。よって、制御基
板に対して不正が行われたことを容易に且つ確実に発見することができる。
【０１２２】
　手段４２．遊技の制御を実行する制御装置及び遊技媒体の付与に関連した媒体付与関連
装置を含めた複数の監視対象物（主制御装置２７１、払出制御装置３１１）を、遊技機内
部又は背面部に備え、
　遊技場での設置状態において前記複数の監視対象物が隠れた状態とそれら監視対象物が
露出した状態とに切り替え可能な遊技機において、
　固有の識別情報を記憶した記憶部（ＩＣチップ３０５，３２０ｂ）とこの識別情報を含
む電波を発信するアンテナ部（アンテナ部３０６，３２０ｃ）とを備えた電子タグ（ＩＣ
タグ３０３，３２０ａ）を、前記複数の監視対象物のうちの第１監視対象物（主制御装置
２７１）及び第２監視対象物（払出制御装置３１１）にそれぞれ取り付け、
　前記第１監視対象物及び前記第２監視対象物のそれぞれに取り付けられた第１電子タグ
（主側ＩＣタグ３０３）及び第２電子タグ（払出側ＩＣタグ３２０ａ）が前記遊技機内部
又は背面部において所定の領域に集約されるように、前記第１監視対象物及び前記第２監
視対象物における前記各電子タグの取り付け位置を設定するとともに、前記第１監視対象
物及び前記第２監視対象物の搭載位置を設定したことを特徴とする遊技機。
【０１２３】
　手段４２によれば、第１監視対象物及び第２監視対象物に設けられた第１電子タグ及び
第２電子タグは、記憶部とアンテナ部とを備えており、記憶部に格納された識別情報は電
波としてアンテナ部から発信される。この場合に、第１電子タグ及び第２電子タグは、遊
技機内部又は背面部において所定の領域（集約領域）に集約させて設けられている。これ
により、識別情報の読み取り作業を行う際は、第１監視対象物及び第２監視対象物が隠れ
た状態から露出した状態に切り替え、識別情報の読取装置を集約領域に持っていくことで
、第１電子タグ及び第２電子タグから識別情報を読み取ることが可能となる。第１電子タ
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グと第２電子タグとが集約させて設けられておらず離れた位置にある場合を想定すると、
離れた位置にある第１電子タグ及び第２電子タグのそれぞれに対して読取装置を持ってい
く必要が生じるためその作業は煩雑となる。これに対して、本構成によれば、上記のとお
り集約領域に読取装置を持っていくだけでよいので、読み取り作業の作業性の向上が図ら
れ、電子タグを利用した不正発見作業を効率良く行うことができる。
【０１２４】
　なお、本手段４２に対して上記手段２乃至４１のいずれかを適用することにより、本手
段４２における構成において上記手段２乃至４１のいずれかの構成に基づく効果を奏する
ことができる。
【０１２５】
　手段４３．四角状をなし、取付対象（外枠１１）に対して一辺側を基端として遊技機前
方に回動可能に設けられた回動ベース体（本体枠１２）と、
　この回動ベース体の背面部に搭載され、遊技の制御を実行する第１制御装置（主制御装
置２７１）及び前記第２制御装置（払出制御装置３１１）と、
　これら第１制御装置及び第２制御装置にそれぞれ対応させて設けられ、固有の識別情報
を記憶した記憶部（ＩＣチップ３０５，３２０ｂ）を有するとともに、この識別情報を含
む電波を発信するアンテナ部（アンテナ部３０６，３２０ｃ）を有する第１電子タグ（主
側ＩＣタグ３０３）及び第２電子タグ（払出側ＩＣタグ３２０ａ）と
を備え、
　前記第１制御装置及び前記第２制御装置を、四角箱状の第１基板ボックス（基板ボック
ス２７３）及び第２基板ボックス（基板ボックス３１５）内に第１制御基板（主制御基板
２７８）及び第２制御基板（払出制御基板３１１ａ）をそれぞれ収容して構成し、
　前記第１基板ボックスにおける一辺部に前記第１電子タグを取り付けるとともに、前記
第２基板ボックスにおける一辺部に前記第２電子タグを取り付け、
　前記第１制御装置及び前記第２制御装置を、前記各基板ボックスにおける前記各一辺部
が前記回動ベース体の回動先端側の端部に沿う位置において、それら各一辺部が前記回動
先端側の端部に対して略平行となるように搭載したことを特徴とする遊技機。
【０１２６】
　手段４３の遊技機では、第１制御装置及び第２制御装置に設けられた第１電子タグ及び
第２電子タグは、記憶部とアンテナ部とを備えており、記憶部に格納された識別情報は電
波としてアンテナ部から発信される。
【０１２７】
　かかる構成において、各電子タグは、対応する各制御装置における各基板ボックスの各
一辺部に取り付けられている。また、各制御装置は、各基板ボックスにおける各電子タグ
が取り付けられた各一辺部が回動ベース体の回動先端側の端部に沿う位置において、それ
ら各一辺部が回動先端側の端部に対して略平行となるように搭載されている。これにより
、回動ベース体の背面部における回動先端側の端部において当該端部に沿うようにして各
電子タグが取り付けられた状態となる。よって、回動ベース体を遊技機前方に回動させる
ことで、各電子タグの両方を極力大きく遊技機前方に引き出すことができる。
【０１２８】
　また、本構成によれば、各電子タグが露出する程度に回動ベース体を遊技機前方に回動
させるだけで、読取装置を各電子タグの両方の位置に持っていくことが可能となる。つま
り、回動ベース体を遊技機前方に大きく回動させなくても、読取装置を各電子タグの位置
に持っていくことが可能となる。したがって、識別情報の読み取り作業の作業性の向上が
図られる。
【０１２９】
　なお、「回動ベース体」としては、遊技機のベースとなる遊技機ベースや、遊技機の前
面部を構成する前面扉が考えられる。
【０１３０】
　手段４４．前記各基板ボックスにおける前記各一辺部は、前記制御基板を収容する収容
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部（底板部２７６ａ、収容部２７７ｂ）から側方に突出したタグ取付用突出部（貼付板部
２８１，２８２）であることを特徴とする手段４３に記載の遊技機。
【０１３１】
　手段４４によれば、各制御装置の各基板ボックスにおいて、制御基板を収容する収容部
から側方に突出したタグ取付用突出部に各電子タグが取り付けられているので、回動ベー
ス体の背面部における回動先端側の端部において当該端部に沿うようにして各電子タグを
取り付け易くなる。
【０１３２】
　以下に、以上の各手段を適用し得る各種遊技機の基本構成を示す。
【０１３３】
　パチンコ遊技機：遊技者が操作する操作手段（遊技球発射ハンドル１８）と、その操作
手段の操作に基づいて遊技球を発射する球発射手段（遊技球発射機構１６０）と、その発
射された遊技球を所定の遊技領域に導く球通路（レールユニット５０）と、遊技領域内に
配置された各遊技部品とを備え、それら各遊技部品のうち所定の入球部に遊技球が入球し
た場合に遊技者に特典を付与する遊技機。
【０１３４】
　スロットマシン等の回胴式遊技機：複数の絵柄を可変表示させる絵柄表示装置を備え、
始動操作手段の操作に起因して前記複数の絵柄の可変表示が開始され、停止操作手段の操
作に起因して又は所定時間経過することにより前記複数の絵柄の可変表示が停止され、そ
の停止後の絵柄に応じて遊技者に特典を付与する遊技機。
【０１３５】
　以下、パチンコ遊技機（以下、「パチンコ機」という）に関する実施の形態を、図面に
基づいて詳細に説明する。図１はパチンコ機１０の正面図、図２はパチンコ機１０の主要
な構成を展開又は分解して示す斜視図、図３はパチンコ機１０を構成する本体枠１２の前
面構成を示す正面図である。なお、図２、図３では便宜上、パチンコ機１０の遊技領域内
の構成を空白としている。
【０１３６】
　図１～図３に示すように、パチンコ機１０は、当該パチンコ機１０の外殻を形成する外
枠１１を備えている。外枠１１は、遊技場への設置の際に、いわゆる島設備に取り付けら
れる。外枠１１は、木製の板材を全体として矩形枠状に組み合わせた状態とされ、各板材
を小ネジ等の離脱可能な締結部材により固定することによって構成されている。
【０１３７】
　外枠１１の一側部には、本体枠１２が開閉可能に支持されている。その開閉軸線はパチ
ンコ機１０の正面からみて左側に上下へ延びるように設定されており、その開閉軸線を軸
心にして本体枠１２が前方側に開放できるようになっている。つまり、本体枠１２は、パ
チンコ機１０の正面からみて左側が回動基端となっており、右側が回動先端となっている
。
【０１３８】
　本体枠１２の前面側の下部位置には、前面板１４が設けられている。前面板１４は横長
状に形成され、その横幅は本体枠１２の横幅とほぼ一致するように構成されている。前面
板１４は、幅方向ほぼ中央部において手前側へ膨出した膨出部１５ａを有するベース部１
５と、ベース部１５の膨出部１５ａ内側に設けられ下方にくぼんだ皿形状をなす球受皿と
しての下皿１６と、下皿１６の奥側の壁面を構成し、下皿１６への球排出口１７ａが形成
された奥壁パネル１７とを備えている。ベース部１５は本体枠１２に対してネジ等の締結
部材により固定されていることから、ベース部１５が本体枠１２に対する取付部を構成し
ている。ベース部１５には膨出部１５ａよりも右方に、手前側へ突出するようにして遊技
球発射ハンドル１８が設けられている。
【０１３９】
　遊技球発射ハンドル１８は、操作ハンドル１８ａと支持台座１８ｂとより構成されてい
る。操作ハンドル１８ａは、ＡＢＳ樹脂にて成形されており、その表面にメッキ処理が施
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されている。支持台座１８ｂには、周知の構成のため図示による説明は省略するが、遊技
者が操作ハンドル１８ａに触れていることを検知するためのタッチセンサ、操作ハンドル
１８ａが操作されたことを検知するための発射スイッチ及び操作ハンドル１８ａの操作量
を検知するためのダイヤル可変抵抗器が設けられている。さらに、操作ハンドル１８ａを
操作した状態で、遊技球の発射を止めるべく操作される止め打ちスイッチが設けられてい
る。これらタッチセンサ、発射スイッチ、ダイヤル可変抵抗器及び止め打ちスイッチの信
号線は、後述する電源及び発射制御装置３１３に接続されている。
【０１４０】
　奥壁パネル１７の球排出口１７ａとは異なる位置には、多数の小孔が集合したスピーカ
カバー部１７ｂが形成されており、当該パネル１７の後方に設置されたスピーカ２０の出
力音がスピーカカバー部１７ｂを通じて前方に発せられるようになっている。
【０１４１】
　本体枠１２の前面側の前面板１４を除く範囲には、本体枠１２を覆うようにして前面扉
としての前扉枠１３が設けられている。したがって、前面板１４と前扉枠１３とにより本
体枠１２の前面側全体が覆われている。前扉枠１３は、本体枠１２に対して開閉可能に取
り付けられており、本体枠１２と同様、パチンコ機１０の正面からみて左側に上下に延び
る開閉軸線を軸心にして前方側に開放できるようになっている。
【０１４２】
　前扉枠１３の下部位置には、下皿１６の上方において手前側へ膨出した膨出部２２が設
けられ、その膨出部２２内側には上方に開口した上皿２３が設けられている。上皿２３は
、後述する払出装置より払い出された遊技球を一旦貯留し、一列に整列させながら後述す
る遊技球発射機構１６０側へ導くための球受皿である。
【０１４３】
　図３に示すように、本体枠１２は、外形が前記外枠１１とほぼ同一形状をなす樹脂ベー
ス２５を主体に構成されており、樹脂ベース２５の中央部には略円形状の窓孔２６が形成
されている。樹脂ベース２５の後側には遊技盤３０が着脱可能に装着されている。図４に
示すように、遊技盤３０は略四角形状の合板よりなり、その周縁部が樹脂ベース２５の裏
側に当接した状態で取着されている。すなわち、遊技盤３０はパチンコ機１０後方より取
り付けられ、遊技盤３０の前面部の略中央部分だけが樹脂ベース２５の窓孔２６を通じて
本体枠１２の前面側に露出した状態となっている。
【０１４４】
　次に、遊技盤３０の構成を図４に基づいて説明する。遊技盤３０には、ルータ加工が施
されることによって前後方向に貫通する大小複数の開口部が形成されている。各開口部に
は一般入賞口３１、可変入賞装置３２、作動口３３、スルーゲート３４及び可変表示ユニ
ット３５等がそれぞれ設けられている。実際には、一般入賞口３１、可変入賞装置３２、
作動口３３、スルーゲート３４及び可変表示ユニット３５は木ねじ等により遊技盤表面に
取り付けられている。
【０１４５】
　作動口３３には、所定の条件下で作動状態（開放状態）となる電動役物が付随的に設け
られている。前記一般入賞口３１、可変入賞装置３２及び作動口３３に遊技球が入ると、
それが後述する検出スイッチにより検出され、その検出結果に基づいて上皿２３（場合に
よっては下皿１６）に対し所定数の賞品球が払い出される。
【０１４６】
　その他に、遊技盤３０の最下部にはアウト口３６が設けられており、各種入賞口等に入
らなかった遊技球はアウト口３６を通って図示しない球排出路の方へと案内されるように
なっている。また、遊技盤３０には、遊技球の落下方向を適宜分散、調整等するために多
数の釘が植設されていると共に、風車３７等の各種部材（役物）が配設されている。
【０１４７】
　可変表示ユニット３５には、作動口３３への入賞をトリガとして第１図柄（特別図柄）
を可変表示する図柄表示装置４１が設けられている。可変表示ユニット３５には、図柄表



(20) JP 5315602 B2 2013.10.16

10

20

30

40

50

示装置４１を囲むようにしてセンターフレーム４３が配設されている。このセンターフレ
ーム４３は、その上部がパチンコ機１０前方に延出している。これにより、図柄表示装置
４１の表示画面の前方を遊技球が落下していくのが防止されており、遊技球の落下により
表示画面の視認性が低下するといった不都合が生じない構成となっている。
【０１４８】
　センターフレーム４３の上部中央には、第１特定ランプ部４７及び第２特定ランプ部４
８が横並びの状態で設けられている。また、これら両特定ランプ部４７，４８が配設され
た領域を挟むように、第１特定ランプ部４７及び図柄表示装置４１に対応した保留ランプ
４４が設けられている。遊技球が作動口３３を通過した回数は最大４回まで保留され、保
留ランプ４４の点灯によってその保留個数が表示されるようになっている。センターフレ
ーム４３の下部には、第２特定ランプ部４８に対応した保留ランプ４６が設けられている
。遊技球がスルーゲート３４を通過した回数は最大４回まで保留され、保留ランプ４６の
点灯によってその保留個数が表示されるようになっている。
【０１４９】
　図柄表示装置４１は８インチサイズの液晶ディスプレイを備えた液晶表示装置として構
成されており、後述する表示制御装置により表示内容が制御される。図柄表示装置４１に
は、例えば左、中及び右に並べて第１図柄が表示され、これらの図柄が上下方向にスクロ
ールされるようにして変動表示されるようになっている。そして、予め設定されている有
効ライン上に所定の組合せの図柄が停止表示された場合には、特別遊技状態（以下、大当
たりという）が発生することとなる。
【０１５０】
　第１特定ランプ部４７には、その内側に赤、緑、青の３色発光タイプのＬＥＤランプが
配設されている。そして、作動口３３への入賞をトリガとして、所定の順序で発光色の切
り替えが行われ、最終的に赤色又は緑色が停止表示された場合には大当たりが発生し、青
色が停止表示された場合には大当たりが発生しない。また、最終的に赤色で停止表示され
た場合と、最終的に緑色で停止表示された場合とで、大当たりの種類が異なり、前者の方
が遊技者に有利な大当たりが発生する（いわゆる、確変大当たり）。
【０１５１】
　一方、第２特定ランプ部４８には、その内側に赤、緑の２色発光タイプのＬＥＤランプ
が配設されている。この第２特定ランプ部４８は、スルーゲート３４の通過をトリガとし
て、所定の順序で発光色の切り替えが行われる。そして、赤色が停止表示された場合には
、作動口３３に付随する電動役物が所定時間だけ開放状態となるよう構成されている。
【０１５２】
　可変入賞装置３２は、通常は遊技球が入賞できない又は入賞し難い閉状態になっており
、大当たりの際に遊技球が入賞しやすい所定の開放状態に切り換えられるようになってい
る。より詳しくは、大当たりが発生すると、可変入賞装置３２が所定の開放状態となり、
遊技球が入賞し易い状態となる。可変入賞装置３２の開放態様としては、所定時間（例え
ば３０秒間）の経過又は所定個数（例えば１０個）の入賞を１ラウンドとして、可変入賞
装置３２内の継続入賞口への入賞を条件として次ラウンドへの移行条件成立とし、複数ラ
ウンド（例えば１５ラウンド）を上限として可変入賞装置３２が繰り返し開放されるもの
が一般的である。
【０１５３】
　遊技盤３０には、後述する遊技球発射機構１６０から発射された遊技球を遊技盤３０上
部へ案内するためのレール部材としてのレールユニット５０が取り付けられており、遊技
球発射機構１６０から発射された遊技球はレールユニット５０を通じて所定の遊技領域に
案内されるようになっている。
【０１５４】
　遊技盤３０においてレールユニット５０よりも外方の左上部には、前後に貫通した中継
端子孔５９が設けられており、この中継端子孔５９を通じて、遊技盤裏面に設置した中継
端子板の接続コネクタ６０がパチンコ機１０前面側に露出されるようになっている。また
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、遊技盤３０の右下隅部及び左下隅部は、証紙等のシールやプレートを貼着するためのス
ペース（図のＳａ，Ｓｂ）となっている。証紙等のシールを遊技盤３０に直接貼り付ける
構成とすることで、証紙等の不正な貼り直し等が行いにくいものとなっている。
【０１５５】
　図３の説明に戻り、樹脂ベース２５の窓孔２６（遊技盤３０）の下方には、遊技球発射
機構１６０が取り付けられている。遊技球発射機構１６０は、図５に示すように、ベース
部材としての金属板１６１を備えており、金属板１６１には、電磁式のソレノイド１６２
と、発射レール１６３とが取り付けられている。
【０１５６】
　ソレノイド１６２は、本体部１６２ａと出力軸１６２ｂとを主要構成部品として備えて
おり、本体部１６１ａへの電気的な信号の入力に基づき通電され、出力軸１６２ｂが伸縮
方向に移動する。また、ソレノイド１６２は、通電時に出力軸１６２ｂが左斜め上方へ突
出するように配置されている。発射レール１６３は、ソレノイド１６２により打ち出され
た遊技球を案内するものであり、その長手方向が出力軸１６２ｂの伸縮方向に延びるよう
に配置されている。
【０１５７】
　以上の構成において、遊技者により遊技球発射ハンドル１８が操作されるのに基づいて
ソレノイド１６２が通電されると出力軸１６２ｂが突出し、発射レール１６３上において
ストッパ１６４により保持されている遊技球が打ち出される。そして、当該遊技球は発射
レール１６３上を移動し、遊技領域に打ち出される。
【０１５８】
　発射レール１６３と球案内通路との間には所定間隔の隙間があり、この隙間より下方に
ファール球通路７６が設けられている。したがって、仮に遊技球発射機構１６０から発射
された遊技球がファール球としてレールユニット５０内を逆戻りする場合には、そのファ
ール球がファール球通路７６を介して下皿１６に排出される。
【０１５９】
　また、本体枠１２の前面において発射レール１６３の左側には、左右一対の排出口６６
，６７が形成されると共に、その前方に、排出口６６，６７より排出された遊技球を上皿
２３又は下皿１６の何れかに案内するための遊技球案内ユニット７０が取り付けられてい
る。便宜上以下の説明では、排出口６６を第１排出口、排出口６７を第２排出口ともいう
。これら排出口６６，６７は、本体枠１２の背面に設けられた遊技球分配部２４５（図１
０参照）に通じており、基本的に第１排出口６６より遊技球の排出が行われ、この第１排
出口６６も含め上皿２３に通じる通路が遊技球で一杯になると、第１排出口６６に代えて
第２排出口６７より遊技球の排出が行われるようになっている。
【０１６０】
　遊技球案内ユニット７０は、ポリカーボネート樹脂等の透明な樹脂材料により内部を視
認可能に構成され、本体枠１２に対して前扉枠１３を閉鎖した状態で本体枠１２と前扉枠
１３との間に収まるよう厚みが比較的薄くなるように形成されている。遊技球案内ユニッ
ト７０には、前述のファール球通路７６が一体的に形成されている。遊技球案内ユニット
７０には、前記排出口６６，６７と下皿１６とを連通するための球排出通路７１が形成さ
れている。遊技球案内ユニット７０には、本体枠１２の第１排出口６６の手前側に、上皿
２３に連通する連通口７２が形成され、連通口７２を閉鎖するようにして開閉プレート７
３が取り付けられている。開閉プレート７３は支軸７４により回動可能に支持され、付勢
手段としてのバネ７５により連通口７２を閉鎖する位置に常時付勢されている。
【０１６１】
　遊技球案内ユニット７０の上記構成によれば、前扉枠１３を開放した状態ではバネ７５
の付勢力により開閉プレート７３が図示の如く起き上がり、連通口７２を閉鎖する。この
状態では、第１排出口６６より排出される遊技球が球排出通路７１を通じて下皿１６に案
内される。したがって、連通口７２の上流側に遊技球が貯留されている状態で前扉枠１３
を開放した場合、その貯留球は連通口７２よりこぼれ落ちることなく、球排出通路７１を
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通じて下皿１６に流下する。これに対し、前扉枠１３を閉鎖した状態では、前扉枠１３の
裏面に設けられた球通路樋１３８（図２参照）によりバネ７５の付勢力に抗して開閉プレ
ート７３が押し開けられる。この状態では、第１排出口６６より排出される遊技球が連通
口７２を介して上皿２３に案内される。したがって、連通口７２より上流側の遊技球は上
皿２３に払い出される。なお、遊技球案内ユニット７０の球排出通路７１下流側には、下
皿１６に排出された遊技球が一杯（満タン）になったことを検知する下皿満タンスイッチ
が取り付けられている。
【０１６２】
　樹脂ベース２５には、窓孔２６の右下部に略四角形状の小窓７８が設けられている。し
たがって、遊技盤３０の右下隅部スペース（図４のＳａ）に貼られた証紙等は、この小窓
７８を通じて視認できるようになっている。この小窓７８から遊技盤３０上に証紙等を直
接貼り付けることも可能である。
【０１６３】
　樹脂ベース２５には、窓孔２６の左上部にも小窓７９が設けられている。この小窓７９
は、図４で説明した遊技盤３０の中継端子孔５９に対応する位置にそれとほぼ同一の形状
で設けられ、中継端子孔５９及び小窓７９を通じて、遊技盤裏面に設置した中継端子板の
接続コネクタ６０が本体枠１２の前面側に露出される。かかる構成において、前扉枠１３
側に設けた各種ランプに対しては、本体枠１２（樹脂ベース２５）の小窓７９より露出し
た接続コネクタ６０を介して電気的な接続がなされている。樹脂ベース２５の上部には、
前扉枠１３の開放の状態を検出するための前扉枠開放スイッチ２７が設けられている。前
扉枠開放スイッチ２７は、樹脂ベース２５の前面に出没可能なピンを有しており、本体枠
１２に対して前扉枠１３を閉じた状態ではピンが押し込まれて前扉枠１３の閉鎖が検知さ
れ、本体枠１２に対して前扉枠１３を開いた状態ではピンが突出位置に戻って前扉枠１３
の開放が検知されるようになっている。樹脂ベース２５の左右２カ所には、本体枠１２に
対して前扉枠１３を閉じた際に前扉枠１３背面の金具類（図６に示す補強板１３１～１３
４）に接触し、且つその金具類を本体枠１２側に導通させてアース（接地）するための金
属片２８ａ，２８ｂが取り付けられている。したがって、金属片２８ａ，２８ｂを通じて
、前扉枠１３背面の金具類が本体枠１２側の施錠装置やヒンジ金具に導通され、これら施
錠装置やヒンジ金具と共にアースされる。
【０１６４】
　本体枠１２の左端側（開閉軸線側）には、前扉枠１３を開閉可能に支持するための支持
機構として、上下一対の支持金具８１，８２が取り付けられている。上側の支持金具８１
には手前側に切欠を有する支持孔８３が設けられ、下側の支持金具８２には上方へ突出す
る突起軸８４が設けられている。なお、支持金具８１，８２に支持される前扉枠１３の具
体的構成については後述する。また、本体枠１２の右端側（開閉軸線とは反対側）には、
前扉枠１３裏面側の回動先端側に設けた上下一対の鉤金具１５５，１５６（図２参照）を
挿入するための挿入孔８７，８８がそれぞれ設けられている。本パチンコ機１０では、本
体枠１２や前扉枠１３を施錠状態とするための施錠装置が本体枠１２の裏面側に隠れて配
置される構成となっている。したがって、鉤金具１５５，１５６が挿入孔８７，８８を介
して施錠装置に係止されることによって、前扉枠１３が本体枠１２に対して開放不能に施
錠される。
【０１６５】
　本体枠１２の右下隅部には、外枠１１に対する本体枠１２の施錠及び解錠、並びに本体
枠１２に対する前扉枠１３の施錠及び解錠を行うための鍵部材としてのシリンダ錠９１が
設置されている。シリンダ錠９１は施錠装置に一体化されており、施錠装置のうちシリン
ダ錠９１だけが本体枠１２の前方に突出した状態で設けられている。シリンダ錠９１は、
本体枠１２の施解錠と前扉枠１３の施解錠とを共に賄う機能を有しており、鍵穴に差し込
んだキーを左（反時計回り方向）に回すと本体枠１２の施錠が解かれ、逆にキーを右（時
計回り方向）に回すと前扉枠１３の施錠が解かれるようになっている。
【０１６６】
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　次に、前扉枠１３について図１，図６を参照しつつ説明する。なお、図６は、前扉枠１
３の背面図である。
【０１６７】
　前扉枠１３には遊技領域のほぼ全域を前方から視認することができるようにした視認窓
としての窓部１０１が形成されている。窓部１０１は、円形に近い略楕円形状をなし、ガ
ラス１３７が嵌め込まれている。
【０１６８】
　前扉枠１３の下端部における左右両側には、本体枠１２表面や遊技盤３０表面等（証紙
等を含む）の一部を視認できるよう透明樹脂を取り付けた小窓１０７が設けられている。
小窓１０７に取り付けられる透明樹脂は、その内部の証紙等を工場等で容易に機械読み取
りできるよう平坦状に構成される。但し、小窓１０７に、内部の証紙等をホール作業者等
が容易に目視できるよう拡大レンズ部を設けることも可能である。
【０１６９】
　前扉枠１３にはその周囲（例えばコーナー部分）に各種ランプ等の発光手段が設けられ
ている。これら発光手段は、大当たり時や所定のリーチ時等における遊技状態の変化に応
じて点灯、点滅のように発光態様が変更制御されることにより、遊技中の演出効果を高め
る役割を果たす。例えば、窓部１０１の周縁に沿ってＬＥＤ等の発光手段を内蔵した環状
ランプ１０２が左右対称に設けられ、環状ランプ１０２の中央であってパチンコ機１０の
最上部にはＬＥＤ等の発光手段を内蔵した中央ランプ１０３が設けられている。本パチン
コ機１０では、中央ランプ１０３が大当たりランプとして機能し、大当たり状態時に点灯
や点滅を行うことにより大当たり中であることを報知する。また、上皿２３周りにも、同
じくＬＥＤ等の発光手段を内蔵した上皿ランプ１０４が設けられている。その他、中央ラ
ンプ１０３の左右側方には、賞球払出中に点灯する賞球ランプ１０５と所定のエラー時に
点灯するエラー表示ランプ１０６とがそれぞれ設けられている。
【０１７０】
　前扉枠１３の裏側には、窓部１０１を囲むようにして金属製の各種補強部材が設けられ
ている。詳しくは、図６に示すように、前扉枠１３の裏側にあって窓部１０１の左右及び
上下の外側にはそれぞれ補強板１３１，１３２，１３３，１３４が取り付けられている。
これら補強板１３１～１３４は相互に接触して連結されているが、図の左側及び上側の補
強板１３２，１３３の連結部には直接の接触を避けるための樹脂パーツ１３５が介在され
ている。これにより、補強板１３１～１３４による電気経路の閉じたループが切断され、
ノイズの原因となる磁界の発生等が防止されている。
【０１７１】
　図６の右側となる開閉軸線側の補強板１３１にはその上端部及び下端部に、本体枠１２
に対する組付機構として、組付金具１５１，１５２が取り付けられている。そして、本体
枠１２側の支持金具８１，８２（図３参照）に対して前扉枠１３側の組付金具１５１，１
５２が取り付けられている。すなわち、下側の組付金具１５２には下面に開口する軸穴が
形成されており、その軸穴に下側の支持金具８２の突起軸８４が挿入される一方、上側の
組付金具１５１の軸部が上側の支持金具８１の支持孔８３に挿入されることにより、本体
枠１２に対して前扉枠１３が開閉可能に支持されている。また、同補強板１３１にはその
中間位置にフック状をなす係合爪１３１ａが設けられており、この係合爪１３１ａは、前
扉枠１３を閉じた状態で本体枠１２の孔部１２ａ（図３参照）に挿入されるように構成さ
れている。これにより、上皿２３を含む形態で前扉枠１３を構成し、その上下の軸支間隔
を長くした本パチンコ機１０においても、中間位置における前扉枠１３の浮き上がりが防
止できる。それ故、前扉枠１３を浮かしての不正行為等が抑制されるようになっている。
【０１７２】
　図６の左側となる開閉軸線とは反対側の補強板１３２には鉤形状をなす上下一対の鉤金
具１５５，１５６が取り付けられている。これら鉤金具１５５，１５６は、後方に延び、
本体枠１２に設けた挿入孔８７，８８（図３参照）に対応するようにして設けられている
。本体枠１２に対して前扉枠１３を閉鎖した際、鉤金具１５５，１５６が本体枠１２側の
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挿入孔８７，８８に挿入されて施錠装置により施錠状態とされるようになっている。
【０１７３】
　下側の補強板１３４の一部を切り欠いた部位には、パチンコ機１０後方に向けて球通路
樋１３８が設置されており、球通路樋１３８の少なくとも上方には、同じくパチンコ機１
０後方に向けて延びる庇（ひさし）部１３９が設けられている。この場合、本体枠１２側
に前扉枠１３を閉じた状態では、球通路樋１３８と庇部１３９との間に、本体枠１２側の
連通口７２上辺に沿って延びる突条が入り込むようにして配置される。故に、球通路樋１
３８より針金やフィルム等を侵入させて不正行為を行おうとしても、遊技領域にまで針金
やフィルム等を侵入させることが非常に困難となる。結果として、針金やフィルム等を利
用して行われる不正行為を防止することができる。
【０１７４】
　次に、パチンコ機１０の背面の構成を説明する。なお、図７はパチンコ機１０の背面図
、図８はパチンコ機１０の背面構成を主要部品毎に分解して示す分解斜視図である。
【０１７５】
　まず、パチンコ機１０の背面構成について全体の概要を説明する。パチンコ機１０の背
面側には、各種制御装置（各種制御基板）が上下左右に並べられるようにして又は前後に
重ねられるようにして配置されるとともに、遊技球を供給するための遊技球供給装置（払
出機構）や樹脂製の保護カバー等が取り付けられている。本実施の形態では、各種制御装
置を２つの取付台に分けて搭載して２つの制御基板ユニットを構成し、それら制御基板ユ
ニットを個別に本体枠１２又は遊技盤３０の裏面に装着するようにしている。この場合、
主制御装置２７１（主制御基板）と音声ランプ制御装置２７２（音声ランプ制御基板）と
を一方の取付台に搭載してユニット化すると共に、払出制御装置３１１（払出制御基板）
、電源及び発射制御装置３１３（電源及び発射制御基板）を他方の取付台に搭載してユニ
ット化している。以下においては、便宜上、前者のユニットを「第１制御基板ユニット２
０１」と称し、後者のユニットを「第２制御基板ユニット２０２」と称することとする。
また、払出機構及び保護カバーも１ユニットとして一体化され、一般に樹脂部分を裏パッ
クと称することもあるため、ここではそのユニットを「裏パックユニット２０３」と称す
る。各ユニット２０１～２０３の詳細な構成については後述する。
【０１７６】
　第１制御基板ユニット２０１、第２制御基板ユニット２０２及び裏パックユニット２０
３は、ユニット単位で何ら工具等を用いずに着脱できるよう構成されるとともに、一部に
支軸部を設けて本体枠１２又は遊技盤３０の裏面に対して展開できる構成となっている。
これは、各ユニット２０１～２０３やその他構成が前後に重ねて配置された場合に隠れた
部位を容易に確認することを可能とするための工夫でもある。実際には、図９の概略図に
示すように、略Ｌ字状をなす第１制御基板ユニット２０１はパチンコ機１０のほぼ中央に
配置され、その下方に第２制御基板ユニット２０２が配置されている。また、第１制御基
板ユニット２０１に一部重複する領域に、裏パックユニット２０３が配置されている。
【０１７７】
　第１制御基板ユニット２０１にはパチンコ機１０の背面から見て左端部に支軸部Ｍ１が
設けられ、その支軸部Ｍ１による軸線Ａを中心に第１制御基板ユニット２０１が回動可能
となっている。また、第１制御基板ユニット２０１には、その右端部すなわち支軸部Ｍ１
の反対側となる回動先端側に、ナイラッチ（登録商標）等よりなる締結部Ｍ２が設けられ
ると共に上端部に係止爪部Ｍ３が設けられており、これら締結部Ｍ２及び係止爪部Ｍ３に
よって第１制御基板ユニット２０１がパチンコ機１０本体の裏面（背面）に沿った状態に
保持されるようになっている。また、第２制御基板ユニット２０２にはパチンコ機１０の
背面から見て右端部に支軸部Ｍ４が設けられ、その支軸部Ｍ４による軸線Ｂを中心に第２
制御基板ユニット２０２が回動可能となっている。また、第２制御基板ユニット２０２に
は、その左端部すなわち支軸部Ｍ４の反対側となる回動先端側に、ナイラッチ等よりなる
締結部Ｍ５が設けられており、この締結部Ｍ５によって第２制御基板ユニット２０２がパ
チンコ機１０本体の裏面に沿った状態に保持されるようになっている。さらに、裏パック
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ユニット２０３にはパチンコ機１０の背面から見て右端部に支軸部Ｍ６が設けられ、その
支軸部Ｍ６による軸線Ｃを中心に裏パックユニット２０３が回動可能となっている。また
、裏パックユニット２０３には、その左端部すなわち支軸部Ｍ６の反対側となる回動先端
側にナイラッチ等よりなる締結部Ｍ７が設けられるとともに、上端部及び下端部にそれぞ
れ回動式の係止部Ｍ８，Ｍ９が設けられており、これら締結部Ｍ７及び係止部Ｍ８，Ｍ９
によって裏パックユニット２０３がパチンコ機１０本体の裏面に沿った状態に保持される
ようになっている。
【０１７８】
　各ユニット２０１～２０３を回動可能に支持する支軸部Ｍ１，Ｍ４，Ｍ６は、各ユニッ
ト２０１～２０３をパチンコ機１０の裏面から開いた状態で容易に取り外し可能なヒンジ
構造となっている。簡単に説明すると、第１制御基板ユニット２０１については、締結部
Ｍ２の締結及び係止爪部Ｍ３の係止を解除すると共に、当該ユニット２０１を軸線Ａを中
心に回動させて展開し、その状態で持ち上げる。これにより、裏パックユニット２０３が
ない前提であれば、第１制御基板ユニット２０１を取り外すことができる。また、第２制
御基板ユニット２０２については、締結部Ｍ５の締結を解除すると共に、当該ユニット２
０２を軸線Ｂを中心に回動させて展開し、その状態で持ち上げる。これにより、第２制御
基板ユニット２０２を取り外すことができる。さらに、裏パックユニット２０３について
は、締結部Ｍ７の締結及び係止部Ｍ８，Ｍ９の係止を解除すると共に、当該ユニット２０
３を軸線Ｃを中心に回動させて展開し、その状態で持ち上げる。これにより、裏パックユ
ニット２０３を取り外すことができる。
【０１７９】
　ここで、各ユニット２０１～２０３の展開方向は同一でなく、第１制御基板ユニット２
０１は、パチンコ機１０の背面から見て左開きになるのに対し、第２制御基板ユニット２
０２及び裏パックユニット２０３は、同右開きになるよう構成されている。この場合、第
１制御基板ユニット２０１は、裏パックユニット２０３に一部重複して設けられるため、
裏パックユニット２０３を開かないことには第１制御基板ユニット２０１を取り外すこと
が不可能であり、さらに言うと、第１制御基板ユニット２０１及び裏パックユニット２０
３が各々逆方向に展開する構成であるため、裏パックユニット２０３を所定角度以上に大
きく開いた状態又は同ユニット２０３を取り外した状態でなければ第１制御基板ユニット
２０１を取り外すことが不可能である。したがって、第１制御基板ユニット２０１を取り
外すことに着目すると、他のユニット２０２，２０３に比べて取り外しが困難な構成とな
っている。さらに、施錠装置をキー操作して外枠１１に対して本体枠１２を開放しなけれ
ば、裏パックユニット２０３を開くことができない構成となっているため、より一層第１
制御基板ユニット２０１の取り外しが困難なものとなっている。
【０１８０】
　次に、本体枠１２及び遊技盤３０の裏面構成を説明する。なお、図１０は本体枠１２に
遊技盤３０を組み付けた状態でかつ前記各ユニット２０１～２０３等を取り外した状態の
構成を示す背面図、図１１は本体枠１２を後方より見た斜視図、図１２は遊技盤３０を後
方より見た斜視図である。
【０１８１】
　遊技盤３０は、樹脂ベース２５に囲まれた四角枠状の設置領域に裏面側より設置され、
本体枠１２に設けられた複数（本実施の形態では４カ所）の係止固定具２１１，２１２に
よって後方へ脱落しないように固定されている。係止固定具２１１，２１２は手動で回動
操作することができ、固定位置（ロック位置）と固定解除位置（アンロック位置）とに切
り換えることができるよう構成されている。図１０にはロック状態を示す。左右３カ所の
係止固定具２１１は金属片を折り曲げ形成したＬ型の金具であり、遊技盤３０の固定状態
で本体枠１２の外方へ張り出さないよう構成されている。なお、下部１カ所の係止固定具
２１２は合成樹脂製のＩ型の留め具である。
【０１８２】
　遊技盤３０の中央に配置される可変表示ユニット３５には、センターフレーム４３（図
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４参照）を背後から覆う合成樹脂製のフレームカバー２１３が後方に突出して設けられて
おり、そのフレームカバー２１３の後端に、図柄表示装置４１と表示制御手段としての表
示制御装置２１４とが前後に重ねられた状態で着脱可能に取り付けられている。フレーム
カバー２１３内には、センターフレーム４３に内蔵されたＬＥＤ等を駆動するためのＬＥ
Ｄ制御基板などが配設されている。
【０１８３】
　遊技盤３０の裏面には、可変表示ユニット３５を取り囲むようにして集合板ユニット２
１５が設けられている。集合板ユニット２１５は、薄板状の枠体として例えばＡＢＳ樹脂
等の合成樹脂により成形されるベースを有し、そのベース面が遊技盤３０の裏面に当接さ
れるようにして取り付けられている。集合板ユニット２１５には、各種入賞口に入賞した
遊技球を回収するための遊技球回収機構や、各種入賞口等への遊技球の入賞を検知するた
めの入賞検知機構などが設けられている。
【０１８４】
　遊技球回収機構について説明すると、集合板ユニット２１５の下方には、前記一般入賞
口３１、可変入賞装置３２、作動口３３の遊技盤開口部に対応し且つ下流側で１カ所に集
合する回収通路２１６が形成されている。また、遊技盤３０の下方には、本体枠１２にポ
リカーボネート樹脂等の合成樹脂製の排出通路盤２１７が取り付けられており、排出通路
盤２１７には排出球をパチンコ機１０外部の例えば遊技場の島設備等へ案内するための排
出通路２１８が形成されている。したがって、図１０に仮想線で例示するように、一般入
賞口３１等に入賞した遊技球は何れも集合板ユニット２１５の回収通路２１６を介して集
合し、さらに排出通路盤２１７の排出通路２１８を介してパチンコ機１０外部に排出され
る。なお、アウト口３６も同様に排出通路２１８に通じており、何れの入賞口にも入賞し
なかった遊技球も排出通路２１８を介してパチンコ機１０外部に排出される。
【０１８５】
　入賞検知機構について説明すると、集合板ユニット２１５には、遊技盤３０表側の一般
入賞口３１と対応する位置に入賞口スイッチ２２１が設けられ、可変入賞装置３２と対応
する位置にカウントスイッチ２２３が設けられている。カウントスイッチ２２３は、可変
入賞装置３２に入賞した遊技球の数をカウントするスイッチである。また、作動口３３に
対応する位置には作動口３３への遊技球の入賞を検知する作動口スイッチ２２４が設けら
れ、スルーゲート３４に対応する位置にはスルーゲート３４の遊技球の通過を検知するゲ
ートスイッチ２２５が設けられている。入賞口スイッチ２２１及びゲートスイッチ２２５
は電気配線を通じて盤面中継基板２２６に接続され、カウントスイッチ２２３は大入賞口
中継基板２２７に接続されている。そして、盤面中継基板２２６及び大入賞口中継基板２
２７が主制御装置２７１（主制御基板）に接続されている。作動口スイッチ２２４は中継
基板を介さずに直接主制御装置２７１（主制御基板）に接続されている。その他図示は省
略するが、可変入賞装置３２には、大入賞口の開閉扉を開放するための大入賞口ソレノイ
ドと、入賞球を特定領域かその他の領域に振り分けるための振分板を駆動する入賞球振分
板ソレノイドとが設けられ、作動口３３には、それに付随する電動役物を開放するための
作動口ソレノイドが設けられている。
【０１８６】
　上記入賞検知機構にて各々検出された検出結果は主制御装置２７１（主制御基板）に取
り込まれ、当該主制御装置２７１にて入賞判定が実行される。そして、その入賞判定後の
判定結果に応じた払出指令（遊技球の払出個数）が払出制御装置３１１（払出制御基板）
に出力される。そして、払出制御装置３１１（払出制御基板）の出力により所定数の遊技
球の払出が実行されるようになっている。
【０１８７】
　集合板ユニット２１５には、その中央上部に中継端子板２７６が設けられており、さら
にその右上部に盤用外部端子板２３０が設けられている。中継端子板２７６は、主制御装
置２７１（主制御基板）や電源及び発射制御装置３１３（電源及び発射制御基板）から音
声ランプ制御装置２７２（音声ランプ制御基板）への信号線を中継するものである。盤用
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外部端子板２３０には、第１図柄の変動が停止（確定）する毎に信号出力するための出力
端子と、大当たり中又は第１図柄の変動時間短縮中に信号出力するための出力端子と、大
当たり中に信号出力するための出力端子とが設けられている。そして、これらの出力端子
を通じて、遊技場側の管理制御装置に対して遊技（遊技盤３０側の状態）に関する信号が
出力される。盤用外部端子板２３０は、取り外し容易な状態で集合板ユニット２１５に取
り付けられている。
【０１８８】
　集合板ユニット２１５には、第１制御基板ユニット２０１を取り付けるための取付機構
が設けられている。具体的には、この取付機構として、遊技盤３０の裏面から見て左下隅
部（本体枠１２における回動先端側）には上下方向に延びる軸受け金具２３１が設けられ
、この軸受け金具２３１には同一軸線上に上下一対の軸受け孔２３１ａが形成されている
。また、遊技盤３０において、軸受け金具２３１の右方には上下一対の被締結孔（具体的
にはナイラッチの取付孔）２３２が設けられ、軸受け金具２３１の上方には係止爪片２３
３が設けられている。
【０１８９】
　本体枠１２の裏面には、第２制御基板ユニット２０２や裏パックユニット２０３を取り
付けるための取付機構が設けられている。具体的には、本体枠１２にはその右端部に長尺
状の軸受け金具２３５が取り付けられている。この軸受け金具２３５は補強部材としても
機能する。図１３に示すように、軸受け金具２３５は遊技盤３０よりも下方へ延びる長尺
板状の金具本体２３６を有し、その金具本体２３６より後方へ起立させるようにして、下
部２カ所に第２制御基板ユニット２０２用の軸受け部２３７が形成されると共に、上部２
カ所に裏パックユニット２０３用の軸受け部２３８が形成されている。これら軸受け部２
３７，２３８にはそれぞれ同軸の軸受け孔が形成されている。その他、第２制御基板ユニ
ット２０２用の取付機構として、本体枠１２には、遊技盤３０設置領域よりも下方左端部
に上下一対の被締結孔（具体的には、ナイラッチの取付孔）２３９が設けられている。ま
た、裏パックユニット２０３用の取付機構として、本体枠１２には、遊技盤３０設置領域
の左端部に上下一対の被締結孔（具体的には、ナイラッチの取付孔）２４０が設けられて
いる。本体枠１２において遊技盤３０の左上方、右寄り上方及び右寄り下方の各位置には
、遊技盤３０との間に裏パックユニット２０３を挟み込んで支持するための回動式の固定
具２４１，２４２，２４３がそれぞれ設けられている。
【０１９０】
　上記の如く本体枠１２の左右一側部（図１０では右側部）には長尺状の軸受け金具２３
５が設けられる一方、本体枠１２の左右他側部（図１０では左側部）には施錠装置が設け
られている。施錠装置は、上下方向に延び本体枠１２に固定された基枠２４７と、その基
枠２４７に対して上下方向に移動可能に組み付けられた長尺状の連動杆２４８とを備え、
基枠２４７の下部に前記シリンダ錠９１が一体化されている。連動杆２４８は、シリンダ
錠９１の操作により上下いずれかの方向に移動する。連動杆２４８には、鉤形状をなす上
下一対の鉤金具２４９が設けられており、外枠１１に対して本体枠１２を閉鎖した際には
、鉤金具２４９が外枠１１側の支持金具（図示略）に係止され、施錠装置により施錠状態
とされるようになっている。この場合、シリンダ錠９１の操作によって連動杆２４８が上
方向に移動すると、外枠１１に対する本体枠１２の施錠が解除される。逆に、シリンダ錠
９１の操作によって連動杆２４８が下方向に移動すると、本体枠１２に対する前扉枠１３
の施錠が解除される。
【０１９１】
　本体枠１２の背面における遊技盤３０の右下部には、後述する払出機構より払い出され
る遊技球を上皿２３、下皿１６又は排出通路２１８の何れかに振り分けるための遊技球分
配部２４５が設けられている。遊技球分配部２４５は、左側の開口部２４５ａが第１排出
口６６を介して上皿２３に通じ、中央の開口部２４５ｂが第２排出口６７を介して下皿１
６に通じ、右側の開口部２４５ｃが排出通路２１８に通じるように、各通路が形成されて
いる。
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【０１９２】
　次に、第１制御基板ユニット２０１の構成を図１４～図１６に基づいて説明する。図１
４は第１制御基板ユニット２０１の正面図、図１５は同ユニット２０１の斜視図、図１６
は同ユニット２０１の分解斜視図である。
【０１９３】
　第１制御基板ユニット２０１は略Ｌ字状をなす取付台２５１を有し、取付台２５１に主
制御装置２７１と音声ランプ制御装置２７２とが搭載されている。主制御装置２７１は、
遊技の主たる制御を司る機能（主制御回路）と、電源を監視する機能（電源監視回路）と
を有する主制御基板を具備しており、当該主制御基板が透明樹脂材料等よりなる被包手段
としての基板ボックス２７３に収容されて構成されている。主制御装置２７１には複数の
コネクタが設けられており、各コネクタにハーネスや信号線が差し込まれることで、他の
基板等（払出制御基板、盤面中継基板２２６等）との電気的な接続がなされるようになっ
ている。なお、主制御装置２７１の詳細な構成については後に説明する。
【０１９４】
　音声ランプ制御装置２７２は、主制御装置２７１からの指示に従い音声やランプ表示、
及び表示制御装置２１４の制御を司る音声ランプ制御基板を具備しており、音声ランプ制
御基板が透明樹脂材料等よりなる基板ボックス２７４に収容されて構成されている。
【０１９５】
　取付台２５１は、ポリカーボネート樹脂等の合成樹脂製であり、例えば緑や青等に着色
されて不透明とされている。但し、取付台２５１は無色透明又は半透明であってもよい。
取付台２５１には、当該取付台２５１の周面を構成する起立壁２５７が一体形成されてお
り、第１制御基板ユニット２０１を遊技盤３０の裏面に搭載した状態においては起立壁２
５７が遊技盤３０の裏面に対してパチンコ機１０の後方に起立した状態となっている。起
立壁２５７が形成されていることにより、取付台２５１の表面は遊技盤３０の裏面に対し
て後方に離間された位置となっている。この取付台２５１の表面には平坦状をなす２つの
基板搭載面２５２，２５３が設けられている。
【０１９６】
　これら基板搭載面２５２，２５３は縦横に直交する向きに延び、取付台２５１の段差部
２５８によって、基板搭載面２５２がパチンコ機１０の後側、基板搭載面２５３がパチン
コ機１０の前側となるように前後方向に段差をもって形成されている。基板搭載面２５２
の上縁部及び下縁部にはそれぞれ、基板搭載面２５２より起立した起立部２５４が一体成
形されている。そして、横長の基板搭載面２５２上に主制御装置２７１が配置されると共
に、縦長の基板搭載面２５３上に音声ランプ制御装置２７２が配置される。このとき、主
制御装置２７１は、上下の側部が起立部２５４にて支えられる。また、音声ランプ制御装
置２７２は、複数箇所でネジ等により基板搭載面２５３に固定される。
【０１９７】
　以上のように、基板搭載面２５２に主制御装置２７１が搭載され基板搭載面２５３に音
声ランプ制御装置２７２が搭載されていることにより、主制御装置２７１は音声ランプ制
御装置２７２に対してパチンコ機１０の後側にあり、主制御装置２７１は第１制御基板ユ
ニット２０１において最後部にあり、パチンコ機１０の背面部を構成している。
【０１９８】
　また、上述したように取付台２５１に起立壁２５７が一体形成されていることにより、
主制御装置２７１は遊技盤３０の裏面に対して後方に離間された位置にあり、上述した施
錠装置の基枠２４７や連動杆２４８よりもパチンコ機１０後方にある。
【０１９９】
　ここで、図１６に示すように、基板搭載面２５２には、左右２カ所に横長形状の貫通孔
２５６が形成されている。一方、主制御装置２７１の基板ボックス２７３には、その裏面
の左右２カ所に回動操作式の固定具（図示略）が設けられている。主制御装置２７１を基
板搭載面２５２に搭載する際には、基板搭載面２５２の貫通孔２５６に固定具が挿通され
るように主制御装置２７１を載置し、その状態で取付台２５１における基板搭載面２５２
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に対して裏面側から固定具を回動操作することで主制御装置２７１がロックされる。した
がって、主制御装置２７１は第１制御基板ユニット２０１の裏面側から固定具をロック解
除しなければ取り外しできないため、基板取り外し等の不正行為に対して抑止効果が得ら
れる。
【０２００】
　取付台２５１の左端面には上下一対の掛止ピン２６１が設けられており、この掛止ピン
２６１を前記軸受け金具２３１に取り付けることで、第１制御基板ユニット２０１が遊技
盤３０に対して回動可能に片持ち支持される。ここで、軸受け金具２３１は遊技盤３０の
裏面における本体枠１２の回動方向で見て回動先端側の端部に設けられているため、第１
制御基板ユニット２０１の左端部は本体枠１２における回動先端側の端部に近接した位置
にあると言える。
【０２０１】
　取付台２５１の右端部には前記被締結孔２３２にはめ込まれる締結具として上下一対の
ナイラッチ２６２が設けられている。取付台２５１の上端部には前記係止爪片２３３が係
止される長孔２６３が設けられている。したがって、ナイラッチ２６２を被締結孔２３２
にはめ込むと共に、長孔２６３に係止爪片２３３を係止させることで、第１制御基板ユニ
ット２０１が遊技盤３０に固定される。なお、軸受け金具２３１及び掛止ピン２６１が前
記支軸部Ｍ１に、被締結孔２３２及びナイラッチ２６２が前記締結部Ｍ２に、係止爪片２
３３及び長孔２６３が前記係止爪部Ｍ３に、それぞれ相当する。
【０２０２】
　次に、主制御装置２７１の構成を図１７～図２０に基づいて説明する。図１７は主制御
装置２７１の斜視図、図１８は主制御装置２７１の分解斜視図、図１９は主制御装置２７
１の基板ボックス２７３を説明するための説明図、図２０は主制御措置２７１の一部を拡
大して示す斜視図である。
【０２０３】
　主制御装置２７１は、上記のとおり基板ボックス２７３を備えている。基板ボックス２
７３は、略直方体形状のボックスベース２７６と該ボックスベース２７６の開口部を覆う
ボックスカバー２７７とから構成されており、全体として四角箱状をなしている。それら
ボックスベース２７６とボックスカバー２７７とから構成される内部空間に、主制御基板
２７８が収容されている。
【０２０４】
　主制御基板２７８は、主たる制御を司るＣＰＵ、遊技プログラムを記憶したＲＯＭ、遊
技の進行に応じた必要なデータを記憶するＲＡＭ、各種機器との連絡をとるポート、各種
抽選の際に用いられる乱数発生機、時間計数や同期を図る場合などに使用されるクロック
パルス発生回路等を備えている。本実施の形態では、ＣＰＵ、ＲＯＭ及びＲＡＭがマイコ
ンチップ２７８ａに１チップ化されている。また、詳細な説明は省略するが、入出力ドラ
イバ用ＩＣチップ２７８ｂやラッチ用ＩＣチップ２７８ｃ等が搭載されている。
【０２０５】
　ボックスベース２７６及びボックスカバー２７７は、ポリカーボネート樹脂などといっ
た透明性を有する合成樹脂により形成されている。ボックスベース２７６には、底板部２
７６ａの長辺側に側板部２７６ｂが形成されており、短辺側の一側であって本体枠１２の
回動方向で見て回動基端側の端部には側板部２７６ｂに連なるようにして段差部２７６ｃ
が形成されている。側板部２７６ｂの先端は内側に折り曲げて形成されている。側板部２
７６ｂの右端部は、ボックスカバー２７７をスライド装着するための装着口２７６ｄとな
っている。この場合、図１９に示すように、ボックスカバー２７７を装着口２７６ｄから
装着し、段差部２７６ｃに当たるまでスライド移動させることで、ボックスカバー２７７
がボックスベース２７６上の所定位置に装着されるようになっている。
【０２０６】
　ボックスカバー２７７には、ボックスベース２７６の段差部２７６ｃと重なるようにし
て延出部２７７ａが形成されている。延出部２７７ａはボックスベース２７６の段差部２
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７６ｃと共に封印手段としての封印ユニット２７９（いわゆる、カシメ構造）を構成して
おり、当該封印ユニット２７９によってボックスベース２７６とボックスカバー２７７と
が連結され、基板ボックス２７３が封印されている。
【０２０７】
　封印ユニット２７９は、ボックスベース２７６とボックスカバー２７７とを連結する構
成であれば任意の構成が適用できるが、ここでは図１８等に示すように、５つの封印部材
２７９ａ，２７９ｂが形成された構成となっており、この封印部材２７９ａ，２７９ｂの
長孔に係止爪を挿入することでボックスベース２７６とボックスカバー２７７とが連結さ
れるようになっている。この場合、係止爪を封印部材２７９ａ，２７９ｂから抜くことが
不可能な構成となっているため、基板ボックス２７３を開封するためには封印部材２７９
ａ，２７９ｂを破壊する必要が生じる。よって、基板ボックス２７３が不正に開封された
ことの履歴を残すことができ、主制御基板２７８に対して不正が行われたことを発見する
ことができる。
【０２０８】
　ボックスカバー２７７及びボックスベース２７６には、封印ユニット２７９が設けられ
た側部とは反対側の側部、すなわち、本体枠１２の回動方向で見て回動先端側の端部に貼
付板部２８１，２８２が設けられている。これら貼付板部２８１，２８２は、ボックスカ
バー２７７及びボックスベース２７６における主制御基板２７８を収容する収容部（ボッ
クスカバー２７７においては収容部２７７ｂ、ボックスベース２７６においては底板部２
７６ａ）から側方に突出するようにして形成されている。これら貼付板部２８１，２８２
は、締結具（連結具）としての金属製のネジ２８３，２８４によって締結されている（連
結されている）。このように金属製のネジ２８３，２８４によって締結することで、主制
御基板２７８を不正に取り外すべく両貼付板部２８１，２８２を締結する締結具を分断し
ようとする行為が抑制される。
【０２０９】
　かかる締結に関する構成について図２１に示す貼付板部２８１，２８２の縦断面図を用
いて説明する。各貼付板部２８１，２８２には、それぞれの長辺方向の両端側に各貼付板
部２８１，２８２を貫通するようにしてネジ孔２８５ａ，２８５ｂ，２８６ａ，２８６ｂ
が形成されている。ネジ孔２８５ａとネジ孔２８５ｂとはその軸線が同一軸線上に位置す
るようにして形成されており、これらが連通されて第１ネジ孔２８５が形成されている。
一方、ネジ孔２８６ａとネジ孔２８６ｂとはその軸線が同一軸線上に位置するようにして
形成されており、これらが連通されて第２ネジ孔２８６が形成されている。なお、第１ネ
ジ孔２８５及び第２ネジ孔２８６は、各貼付板部２８１，２８２において上下に並んでい
る。
【０２１０】
　第１ネジ孔２８５には、貼付板部２８１におけるパチンコ機１０後方を向く面２８１ａ
（以下、第１貼付面２８１ａともいう）側を段差状に拡径させて頭収容部２８７が形成さ
れている。これに対して、第２ネジ孔２８６には、貼付板部２８２におけるパチンコ機１
０前方を向く面２８２ａ（以下、第２貼付面２８２ａともいう）側を段差状に拡径させて
頭収容部２８８が形成されている。そして、これら頭収容部２８７，２８８に各ネジ２８
３，２８４の頭部２８３ａ，２８４ａが収容されるようにネジ２８３，２８４が螺着され
ている。つまり、一方のネジ２８３（以下、第１ネジ２８３ともいう）は第１貼付面２８
１ａ側から螺着されているのに対して、他方のネジ２８４（以下、第２ネジ２８４ともい
う）は第２貼付面２８２ａ側から螺着されている。
【０２１１】
　各ネジ２８３，２８４の螺着に際しては、各頭部２８３ａ，２８４ａが各頭収容部２８
７，２８８の段差部２８７ａ，２８８ａに当接するまで螺着される。この場合に、各頭部
２８３ａ，２８４ａが段差部２８７ａ，２８８ａに当接した状態（すなわち、締結が完了
した状態）では、各ネジ２８３，２８４の頭部２８３ａ，２８４ａは開口２８９，２９０
（以下、取り外し側開口２８９，２９０ともいう）に対してＸ１の距離だけ内側の位置に
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ある。つまり、各頭部２８３ａ，２８４ａの頂上（先端）の位置は各ネジ孔２８５，２８
６における軸線方向の途中位置となっている。
【０２１２】
　各ネジ２８３，２８４によって締結された貼付板部２８１，２８２には、図２０等に示
すように、封印シール３００が貼り付けられている。この場合に、図２０や図２１等に示
すように、各貼付板部２８１，２８２には、その上縁に一連の上側突条２９１ａ，２９２
ａが一体形成されており、その下縁にも一連の下側突条２９１ｂ，２９２ｂが一体形成さ
れている。そして、各貼付板部２８１，２８２が締結されていることにより、各上側突条
２９１ａ，２９２ａの先端が相互に当接するとともに、各下側突条２９１ｂ，２９２ｂの
先端が相互に当接している。また、各貼付板部２８１，２８２はそれぞれボックスカバー
２７７の側方端部２９３及びボックスベース２７６の側方端部２９４に対して連続させて
形成されており、これら側方端部２９３，２９４はそれぞれ各貼付板部２８１，２８２の
基端側の区画壁を構成する。つまり、上側突条２９１ａ，２９２ａ、下側突条２９１ｂ，
２９２ｂ、及び側方端部２９３，２９４は囲み部Ｃとして機能し、貼付板部２８１，２８
２における貼付面２８１ａ、２８１ｂ，２８２ａ，２８２ｂは当該囲み部Ｃによって囲ま
れている。
【０２１３】
　囲み部Ｃによって囲まれた貼付面２８１ａ、２８１ｂ，２８２ａ，２８２ｂに封印シー
ル３００が略コ字状に曲げられて貼り付けられている。この場合に、封印シール３００の
周縁は囲み部Ｃに近接しており、封印シール３００を剥がそうとしても、その剥がし行為
が非常に困難なものとなっている。封印シール３００が貼り付けられていることにより貼
付面２８１ａ、２８１ｂ，２８２ａ，２８２ｂのほぼ全域が覆われている。したがって、
各ネジ孔２８５，２８６における取り外し側開口２８９，２９０は封印シール３００によ
って覆われている。
【０２１４】
　次に、封印シール３００の構成を図２２～図２５に基づいて説明する。図２２は封印シ
ール３００の構成を示す断面図、図２３（ａ）は封印シール３００の構成を示す正面図、
図２３（ｂ）は封印シール３００の構成を示す背面図、図２４は貼付面２８１ａ、２８１
ｂ，２８２ａ，２８２ｂに対する封印シール３００の位置関係を説明するための説明図、
図２５（ａ）は封印シール３００周辺を拡大して示す正面図、図２５（ｂ）は封印シール
３００周辺を拡大して示す側面図、図２５（ｃ）は封印シール３００周辺を拡大して示す
背面図である。なお、図２４においては、後述する各切り込み３０７，３０８，３０９を
省略して示す。
【０２１５】
　封印シール３００は、略矩形状のベースシート３０１を備えており、ベースシート３０
１の背面には粘着剤が塗布され粘着層３０２が形成されている。粘着層３０２には電子タ
グとしてのＩＣタグ３０３が埋め込まれている。なお、図２２においては、粘着層３０２
の背面側に剥離シート３０４が示してある。この剥離シート３０４は封印シール３００を
基板ボックス２７３に貼り付ける際に剥がされる。
【０２１６】
　ベースシート３０１はポリエステル系フィルムなどの可撓性樹脂フィルムにより形成さ
れており適度な脆性を有し、さらに溶剤や熱に対して反応性を有する。具体的には、粘着
層３０２を構成する粘着剤に対して溶解性を備えたトルエンなどがベースシート３０１に
塗布されると、ベースシート３０１は変色する。また、粘着層の粘着力が低下する温度（
例えば、５０℃）以上の熱が加えられた場合にもベースシート３０１は変色する。これに
より、基板ボックス２７３の貼付板部２８１，２８２から封印シール３００を不正に剥が
そうとして溶剤がかけられたり、熱が加えられたりした場合、ベースシート３０１が変色
することで当該不正行為の痕跡を残すことができる。
【０２１７】
　ベースシート３０１の表面には、図２３（ａ）に示すように、インク塗布部３０１ａ、
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識別番号部３０１ｂ及び機種情報部３０１ｃが設けられている。インク塗布部３０１ａに
は、紫外線などといった特定の波長の光が照射されることにより模様が表れる特殊インク
が塗布されている。識別番号部３０１ｂには、複数の数字が記載されており、当該識別番
号部３０１ｂに記載される数字はパチンコ機毎に異なっている。機種情報部３０１ｃには
、当該遊技機の機種名や当該遊技機の製造メーカー名などが記載されている。なお、イン
ク塗布部３０１ａ及び識別番号部３０１ｂが設けられた上部領域Ｒ１は貼付板部２８１の
第１貼付面２８１ａに位置し、機種情報部３０１ｃが設けられた中間領域Ｒ２は両貼付板
部２８１，２８２の側面側に位置し、下部領域Ｒ３は貼付板部２８２の第２貼付面２８２
ａに位置している。
【０２１８】
　粘着層３０２の粘着剤は、従来の封印シールと同様に、一旦貼り付けされた後に剥がさ
れるとベースシート３０１から剥がれる程度の粘着力を有している。したがって、封印シ
ール３００が剥がされた場合には再度貼り付けすることが不可能なものであり、さらには
粘着層の一部が貼付板部２８１，２８２側に残ることとなる。よって、封印シール３００
を不正に剥がした痕跡を残すことができる。
【０２１９】
　ＩＣタグ３０３は、ＩＣチップ３０５及びアンテナ部３０６より構成されており、長尺
状のアンテナ部３０６の中央付近にＩＣチップ３０５が配置されている。ＩＣチップ３０
５は集積回路として形成されるものであり、制御部及びメモリ領域を有する。メモリ領域
は、データ書き換え不可な不揮発性メモリ（ＲＯＭ）により構成されており、その記憶容
量は例えば１２８ｂｉｔとなっている。メモリ領域には、識別情報としてのＩＤ情報が格
納されている。具体的には、製造メーカ名（又は複数のメーカごとに付されたメーカ固有
番号）、遊技機固有のＩＤ番号が格納されている。ＩＣチップ３０５のメモリ領域はデー
タ書き換え不可であるため、ＩＤ情報が不正に改ざんされる等の不都合が抑制できるよう
になっている。
【０２２０】
　アンテナ部３０６は、アルミ等の金属薄層で形成されており、その厚みはＩＣチップ３
０５の厚みよりも薄い。また、アンテナ部３０６は、共振周波数が２．４５ＧＨｚ等の一
定周波数となるようにアンテナパターンとして作製されている。
【０２２１】
　ＩＣチップ３０５のＩＤ情報は、制御部によって呼び出されてアンテナ部３０６から電
波として発信することができるように構成されており、アンテナ部３０６から発信された
電波を、リーダ装置で受信してＩＤ情報を読み取ることができるようになっている。
【０２２２】
　リーダ装置によるＩＤ情報の読み取りについて詳細には、リーダ装置から前記共振周波
数の呼出波が発信されると、その呼出波により誘導電磁界が形成される。この誘導電磁界
が形成された範囲内にアンテナ部３０６が含まれると、当該アンテナ部３０６において電
磁誘導により起電力が発生する。ＩＣチップ３０５ではこの起電力を電源として、メモリ
領域に記憶されているＩＤ情報を呼び出してアンテナ部３０６からＩＤ情報を含んだ応答
波を発信する。そして、この応答波をリーダ装置において受信することで、ＩＤ情報の読
み取りが行われる。
【０２２３】
　ＩＣタグ３０３（アンテナ部３０６）は、図２３（ｂ）に示すように、ベースシート３
０１においてその一隅部側からその対角方向の隅部側に亘って斜めに配置されている。こ
の場合、長尺状のアンテナ部３０６はその長手方向がベースシート３０１のすべての辺方
向と交差することとなる。そして、封印シール３００が両貼付板部２８１，２８２に跨っ
て貼り付けられているのに伴って、アンテナ部３０６も両貼付板部２８１，２８２に跨っ
ている。この場合、アンテナ部３０６の一部は、主制御装置２７１の側方（パチンコ機１
０の側方）を向いている。また、ＩＣタグ３０３は、矩形状のベースシート３０１の中心
に対して点対称となるように配置されている。
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【０２２４】
　封印シール３００には、アンテナ部３０６の長手方向に沿って等間隔で並ぶ多数のアン
テナ用切り込み３０７が形成されている。アンテナ用切り込み３０７は、アンテナ部３０
６の長手方向に対して略直交する方向に延びる直線状であり、ベースシート３０１の表面
側から粘着層３０２の背面側まで貫通している（なお、図２３（ａ）ではアンテナ用切り
込み３０７を省略して示してある）。
【０２２５】
　アンテナ用切り込み３０７が延びる方向は、アンテナ部３０６の長手方向に対して略直
交する方向であるため、ベースシート３０１のすべての辺方向と交差している。また、ア
ンテナ用切り込み３０７は、アンテナ部３０６に若干掛かる構成となっている。この場合
に、アンテナ部３０６はアンテナ用切り込み３０７により分断されていないため、ＩＤ情
報の出力に関して弊害は生じない。また、アンテナ用切り込み３０７がアンテナ部３０６
を挟んで直線状に並ばないように、アンテナ部３０６の一側に位置するアンテナ用切り込
み３０７と他側に位置するアンテナ用切り込み３０７とは、アンテナ部３０６の長手方向
にずらして形成されている。
【０２２６】
　封印シール３００の４隅には、ベースシート３０１の表面側から粘着層３０２の背面側
まで貫通する隅側切り込み３０８がそれぞれ形成されている。隅側切り込み３０８は、封
印シール３００の隅角に沿うようにしてＬ字状に形成されている。また、封印シール３０
０の外縁には、図２４に示すように、外側端部から内側に向けて多数の外縁切り込み３０
９が形成されている。これら外縁切り込み３０９は、内側から外側に向けて開くようにし
て鋭角のＶ字状となっており、さらに封印シール３００の外周に沿って等間隔で形成され
ている。
【０２２７】
　封印シール３００を貼付板部２８１，２８２から剥がそうとする場合、封印シール３０
０をその隅角から剥がす場合と、封印シール３００の一辺に沿う方向に剥がす場合とが想
定される。前者の場合、剥がす力に伴う応力が隅側切り込み３０８や外縁切り込み３０９
に集中するため、封印シール３００の破壊が生じ易い。一方、後者の場合、この剥がす方
向はアンテナ部３０６の延びる方向に対して交差する方向である。したがって、剥がす力
に伴う応力がアンテナ用切り込み３０７の端部に集中することで、アンテナ用切り込み３
０７を介してベースシート３０１が破壊され、アンテナ部３０６が分断される。アンテナ
部３０６が分断されるとＩＤ情報を含んだ電波が発信されなくなるので、リーダ装置にて
ＩＤ情報を読み取ることができなくなる。よって、主制御基板２７８に対して不正行為が
行われた場合には、それを容易に発見することができる。
【０２２８】
　次に、封印シール３００のアンテナ部３０６と各貼付板部２８１，２８２を締結する各
ネジ２８３，２８４との位置関係について説明する。
【０２２９】
　アンテナ部３０６の両端部３０６ａ，３０６ｂは、図２５等に示すように、第１貼付面
２８１ａ及び第２貼付面２８２ａにおいて、各ネジ孔２８５，２８６における取り外し側
開口２８９，２９０を跨ぐようにして配置されている。詳細には、アンテナ部３０６の短
手方向の寸法は当該開口２８９，２９０の孔径よりも小さくなっており、さらにアンテナ
部３０６はその両端部３０６ａ，３０６ｂが取り外し側開口２８９，２９０を挟んで当該
開口２８９，２９０の周縁部を架渡すように配置されている。このようにアンテナ部３０
６が配置されていることにより、アンテナ部３０６の両端部３０６ａ，３０６ｂは対応す
るネジ２８３，２８４の頭部２８３ａ，２８４ａと対峙している。
【０２３０】
　かかる構成において、上記のとおり、各ネジ２８３，２８４の頭部２８３ａ，２８４ａ
の頂上の位置は各ネジ孔２８５，２８６における軸線方向の途中位置となっている。すな
わち、各頭部２８３ａ，２８４ａの頂上の位置は封印シール３００に対して各ネジ孔２８
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５，２８６内に入り込んだ位置となっている。したがって、アンテナ部３０６と各ネジ２
８３，２８４とは、図２１に示すように離間されている。また、アンテナ部３０６と各ネ
ジ２８３，２８４との間には両者を介在する介在部材が設けられていない。つまり、アン
テナ部３０６と各ネジ２８３，２８４との間には空間Ｓが設けられている。これにより、
アンテナ部３０６が各ネジ２８３，２８４に接触することが防止されている。特に、上記
のとおりアンテナ部３０６が取り外し側開口２８９，２９０を挟んで当該開口２８９，２
９０の周縁部を架渡すように配置されているため、アンテナ部３０６がネジ孔２８５，２
８６内に向けて撓みにくくなり、アンテナ部３０６と各ネジ２８３，２８４の頭部２８３
ａ，２８４ａとを対峙させた構成において両者を確実に離間させることができる。例えば
、アンテナ部３０６が各ネジ２８３，２８４に接触すると、設定された共振周波数（本実
施の形態では、２．４５ＧＨｚ）が変化してしまい、ＩＣチップ３０５に記憶されたＩＤ
情報がリーダ装置によって読み取れなくなるおそれがあるが、本実施の形態における構成
によればかかる不都合の発生を防止することができる。
【０２３１】
　上記のとおり各貼付板部２８１，２８２には囲み部Ｃが形成されており、封印シール３
００の周縁は囲み部Ｃに近接している。したがって、封印シール３００の貼り付け作業に
際しては、封印シール３００が囲み部Ｃによって囲まれた領域内からはみ出ないように貼
り付けることで、アンテナ部３０６の両端部３０６ａ，３０６ｂが取り外し側開口２８９
，２９０を跨ぎ、各ネジ２８３，２８４の頭部２８３ａ，２８４ａと対峙する。
【０２３２】
　また、図２４に示すように、囲み部Ｃによって囲まれる領域は、封印シール３００の面
積よりも広くなっている。これにより、封印シール３００の貼り付け作業に際しては、貼
り付け位置に所定のゆとりが生まれ、貼り付け作業の作業性が向上されている。この場合
に、その貼り付け位置のゆとりは、アンテナ部３０６の両端部３０６ａ，３０６ｂが取り
外し側開口２８９，２９０を跨ぎ、且つ各ネジ２８３，２８４の頭部２８３ａ，２８４ａ
と対峙する範囲内で形成されている。さらに、上記のとおりＩＣタグ３０３は矩形状のベ
ースシート３０１の中心に対して点対称となるように配置されているため、封印シール３
００を上下逆に貼り付けたとしても、アンテナ部３０６の両端部３０６ａ，３０６ｂが取
り外し側開口２８９，２９０を跨ぎ、且つ各ネジ２８３，２８４の頭部２８３ａ，２８４
ａと対峙する。
【０２３３】
　次に、第２制御基板ユニット２０２の構成を図２６～図２８に基づいて説明する。図２
６は第２制御基板ユニット２０２の正面図、図２７は同ユニット２０２の斜視図、図２８
は同ユニット２０２の分解斜視図である。
【０２３４】
　第２制御基板ユニット２０２は横長形状をなす取付台３２５を有し、取付台３２５に払
出制御装置３１１、電源及び発射制御装置３１３が搭載されている。
【０２３５】
　払出制御装置３１１は、賞品球や貸出球の払出を制御する払出制御基板を具備しており
、当該払出制御基板が基板ボックス３１５に収容されて構成されている。基板ボックス３
１５は、ボックスベース３１７とボックスカバー３１８とから構成されている。これらボ
ックスベース３１７及びボックスカバー３１８は、ポリカーボネート樹脂などといった透
明性を有する合成樹脂により形成されている。これらボックスベース３１７及びボックス
カバー３１８には封印手段としての封印ユニット３１９が設けられている。また、ボック
スベース３１７とボックスカバー３１８とを跨ぐようにして封印シール３２０が貼り付け
られている。
【０２３６】
　封印シール３２０には、主制御装置２７１に貼り付けられた封印シール３２０と同様に
、ＩＣチップ３２０ｂ及びアンテナ部３２０ｃを有するＩＣタグ３２０ａが埋め込まれて
いる（図２７参照）。ＩＣチップ３２０ｂに格納されたＩＤ情報は、主制御装置２７１の
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ＩＣチップ３０５に格納されたＩＤ情報とは内容が異なっている。また、アンテナ部３２
０ｃのパターンは主制御装置２７１のアンテナ部３０６のパターンと異なっており、アン
テナ部３２０ｃの共振周波数は主制御装置２７１のアンテナ部３０６の共振周波数と異な
っている。つまり、主制御装置２７１のアンテナ部３０６の共振周波数が第１周波数（例
えば、２．４５ＧＨｚ）であるのに対して、払出制御装置３１１のアンテナ部３２０ｃの
共振周波数は第１周波数とは異なる第２周波数（例えば、９５３ＭＨｚ）となっている。
ＩＣタグ３２０ａのＩＤ情報は、主制御装置２７１のＩＣタグ３０３において説明した場
合と同様に、リーダ装置にて読み取られる。
【０２３７】
　また、上述したように封印シール３２０がボックスベース３１７とボックスカバー３１
８とを跨ぐようにして貼り付けられているのに伴って、ＩＣタグ３２０ａのアンテナ部３
２０ｃもボックスベース３１７とボックスカバー３１８とを跨いでいる。この場合、アン
テナ部３２０ｃの一部は払出制御装置３１１の側方（パチンコ機１０の側方）を向いてい
る。
【０２３８】
　電源及び発射制御装置３１３は、基板ボックス３１６内に電源及び発射制御基板が収容
されており、当該基板により、各種制御装置等で要する所定の電力が生成されて出力され
、さらに遊技者による遊技球発射ハンドル１８の操作に伴う遊技球の打ち出しの制御が行
われる。また、電源及び発射制御装置３１３にはＲＡＭ消去スイッチ３２３が設けられて
いる。本パチンコ機１０は各種データの記憶保持機能を有しており、万一停電が発生した
際でも停電時の状態を保持し、停電からの復帰（復電）の際には停電時の状態に復帰でき
るようになっている。したがって、例えば遊技場の営業終了の場合のように通常手順で電
源を遮断すると遮断前の状態が記憶保持されるが、ＲＡＭ消去スイッチ３２３を押しなが
ら電源を投入すると、ＲＡＭデータが初期化されるようになっている。
【０２３９】
　取付台３２５は例えば無色透明な樹脂成型品よりなる。取付台３２５は、その左右方向
の寸法が本体枠１２の左右方向の寸法よりも若干小さくなっており、取付台３２５におけ
る左右方向の一端部は本体枠１２における回動先端側の端部に近接しており、左右方向の
他端部は本体枠１２における回動基端側の端部に近接している。取付台３２５には、当該
取付台３２５の周面を構成する起立壁３３０が一体形成されており、第２制御基板ユニッ
ト２０２を本体枠１２の裏面に搭載した状態においては起立壁３３０が本体枠１２の裏面
に対してパチンコ機１０の後方に起立した状態となっている。起立壁３３０が形成されて
いることにより、取付台３２５の表面は本体枠１２の裏面に対して後方に離間された位置
となっている。この取付台３２５の表面に平坦状をなす基板搭載面３２６が設けられてい
る。
【０２４０】
　基板搭載面３２６には、電源及び発射制御装置３１３が搭載され、ネジ等で固定されて
いる。電源及び発射制御装置３１３の基板ボックス３１６上には略平板状の台座プレート
３２７が載置されるとともに台座プレート３２７上に払出制御装置３１１が搭載され、ネ
ジ等で固定されている。つまり、払出制御装置３１１は電源及び発射制御装置３１３に対
してパチンコ機１０の後側にあり、払出制御装置３１１は第２制御基板ユニット２０２に
おいて最後部にあり、パチンコ機１０の背面部を構成している。また、このように払出制
御装置３１１が搭載されていることにより、払出制御装置３１１は本体枠１２の裏面に対
して後方に離間された位置にあり、上述した施錠装置の基枠２４７や連動杆２４８よりも
パチンコ機１０後方にある。また、台座プレート３２７は、本体枠１２の回動先端側に偏
倚させて配置されており、払出制御装置３１１はその左右方向の一端部が本体枠１２の回
動先端側の端部に近接した位置にある。
【０２４１】
　取付台３２５には、パチンコ機１０後方からみて右端部に上下一対の掛止ピン３２８が
設けられており、掛止ピン３２８を前記軸受け部２３７に上方から挿通させることで、第
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２制御基板ユニット２０２が本体枠１２に対して回動可能に片持ち支持される。取付台３
２５の左端部には締結具として上下一対のナイラッチ３２９が設けられており、ナイラッ
チ３２９を前記被締結孔２３９にはめ込むことで、第２制御基板ユニット２０２が本体枠
１２に固定される。なお、軸受け部２３７及び掛止ピン３２８が前記支軸部Ｍ４に、被締
結孔２３９及びナイラッチ３２９が前記締結部Ｍ５に、それぞれ相当する。
【０２４２】
　ここで、本パチンコ機１０では、上述したように、主制御装置２７１にＩＣタグ３０３
が設けられており（以下、主側ＩＣタグ３０３ともいう）、さらに払出制御装置３１１に
もＩＣタグ３２０ａが設けられている（以下、払出側ＩＣタグ３２０ａともいう）。そし
て、これらＩＣタグ３０３，３２０ａのＩＤ情報は、主制御装置２７１及び払出制御装置
３１１への不正の有無の確認作業に際してリーダ装置によって読み取られる。
【０２４３】
　この確認作業について詳細には、ＩＤ情報の読み取り作業を行う作業者はリーダ装置を
用いて遊技場に設置された多数のパチンコ機１０の各主側ＩＣタグ３０３及び各払出側Ｉ
Ｃタグ３２０ａからＩＤ情報を読み取る。この場合に、ＩＤ情報が読み取れない場合には
、そのＩＤ情報が読み取れない対象のＩＣタグが破壊されたことを意味するため、確認作
業を行う作業者は不正行為が行われたことを把握することができる。
【０２４４】
　また、リーダ装置にて読み取った各ＩＤ情報を、ホールコンピュータなどといったＩＤ
情報の管理用装置に出力する。この際、各ＩＤ情報の読み取り元のパチンコ機１０が管理
用装置において特定できるように、例えば、各パチンコ機１０の遊技場における台番号な
ども合わせて出力される。管理用装置には、各ＩＤ情報のデータベースが記憶されており
、当該データベースにおいては各ＩＤ情報が各パチンコ機１０の各ＩＣタグ３０３，３２
０ａに対応させて記憶されている。そして、管理用装置において、リーダ装置から入力し
たＩＤ情報とデータベースのＩＤ情報とを比較して、リーダ装置にて読み取ったＩＤ情報
が正規のＩＤ情報か否かを判定する。その結果、正規のＩＤ情報でない場合には、そのＩ
Ｄ情報の出力元のＩＣタグが不正なＩＣタグに交換されたことを意味するため、管理用装
置において不正行為が行われた旨のエラー報知が実行される。確認作業を行う作業者はそ
のエラー報知を確認することで、不正行為が行われたことを把握することができる。
【０２４５】
　上記のような確認作業は、例えば、遊技場の開店前や閉店後などにおいて多数のパチン
コ機１０に対して実施される。また、遊技場におけるパチンコ機１０の納入時などにおい
てその納入した多数のパチンコ機１０に対して実施される。この場合、確認作業の作業性
の向上を図るためには、各パチンコ機１０におけるＩＤ情報の読み取り作業の作業性を向
上させる必要があり、本パチンコ機１０では、かかるＩＤ情報の読み取り作業の作業性向
上が図られている。
【０２４６】
　そこで、以下に読み取り作業の作業性向上に関する構成について説明する。図２９は、
主側ＩＣタグ３０３及び払出側ＩＣタグ３２０ａ周辺を拡大して示すパチンコ機１０の背
面図、図３０は、主側ＩＣタグ３０３及び払出側ＩＣタグ３２０ａ周辺の構成を説明する
ための説明図、図３１は、ＩＤ情報の読み取り作業の様子を説明するための説明図である
。
【０２４７】
　図２９等に示すように、主制御装置２７１及び払出制御装置３１１はパチンコ機１０の
背面部を構成しており、当該背面部において露出している。これにより、主側ＩＣタグ３
０３が取り付けられた封印シール３００（以下、主側封印シール３００ともいう）及び払
出側ＩＣタグ３２０ａが取り付けられた封印シール３２０（以下、払出側封印シール３２
０ともいう）はパチンコ機１０の背面部において露出している。上述したように、主側封
印シール３００はそのベースシート３０１が可撓性樹脂フィルムにより形成されており、
そのベースシート３０１の裏面に粘着層３０２が形成されている。そして、粘着層３０２
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に主側ＩＣタグ３０３が埋め込まれており、主側ＩＣタグ３０３はベースシート３０１及
び粘着層３０２により覆われている。かかる構成は、払出側封印シール３２０及び払出側
ＩＣタグ３２０ａにおいても同様である。
【０２４８】
　ベースシート（ベースシート３０１）及び粘着層（粘着層３０２）は樹脂製であり電波
を遮断しない。つまり、電波の非遮断材料により形成されている。また、上記のとおり主
側ＩＣタグ３０３及び払出側ＩＣタグ３２０ａを覆う封印シール３００，３２０はパチン
コ機１０の背面部において露出している。したがって、主側ＩＣタグ３０３及び払出側Ｉ
Ｃタグ３２０ａは、パチンコ機１０の背面部において電波を遮断する部材によって覆われ
ていない非遮断領域に配置されていると言える。
【０２４９】
　主側ＩＣタグ３０３は、主制御装置２７１においてその左端部に取り付けられている。
また、主制御装置２７１の左端部は本体枠１２における回動先端側の端部に近接している
。詳細には、主制御装置２７１は、基板ボックス２７３における一辺部を構成するととも
に主側ＩＣタグ３０３が取り付けられた貼付板部２８１，２８２が、本体枠１２の回動先
端側の端部に沿う位置において、貼付板部２８１，２８２が本体枠１２の回動先端側の端
部に対して略平行となるように搭載されている。したがって、主側ＩＣタグ３０３は、本
体枠１２における回動先端側の端部に近接した位置に配置されている。
【０２５０】
　また、上述したように、主制御装置２７１は遊技盤３０の裏面に対して後方に離間され
た位置にあり、上述した施錠装置の基枠２４７や連動杆２４８よりも後方にある。したが
って、本体枠１２を外枠１１から開放した状態においては、本体枠１２の回動先端側の側
方から見て、主側封印シール３００は露出しており主側ＩＣタグ３０３は電波を遮断する
部材によって遮られていない。
【０２５１】
　払出側ＩＣタグ３２０ａは、払出制御装置３１１においてその左端部に取り付けられて
いる。また、払出制御装置３１１の左端部は本体枠１２における回動先端側の端部に近接
している。詳細には、払出制御装置３１１は、基板ボックス３１５における払出側ＩＣタ
グ３２０ａが取り付けられた一辺部が、本体枠１２の回動先端側の端部に沿う位置におい
て、当該一辺部が本体枠１２の回動先端側の端部に対して略平行となるように搭載されて
いる。したがって、払出側ＩＣタグ３２０ａは、本体枠１２における回動先端側の端部に
近接した位置に配置されている。
【０２５２】
　また、上述したように、払出制御装置３１１は本体枠１２の裏面に対して後方に離間さ
れた位置にあり、上述した施錠装置の基枠２４７や連動杆２４８よりも後方にある。した
がって、本体枠１２を外枠１１から開放した状態においては、本体枠１２の回動先端側の
側方から見て、払出側封印シール３２０は露出しており払出側ＩＣタグ３２０ａは電波を
遮断する部材によって遮られていない。
【０２５３】
　主制御装置２７１と払出制御装置３１１とは、払出制御装置３１１が下方となるように
して上下に並設されている。また、上記のとおり、主側ＩＣタグ３０３及び払出側ＩＣタ
グ３２０ａは、本体枠１２における回動先端側の端部に近接した位置に配置されている。
したがって、主側ＩＣタグ３０３及び払出側ＩＣタグ３２０ａは本体枠１２における回動
先端側の端部において当該端部に沿って上下に並設されている。また、払出側ＩＣタグ３
２０ａは、払出制御装置３１１において上端部、すなわち、主側ＩＣタグ３０３側に偏倚
させた位置に取り付けられている。したがって、主側ＩＣタグ３０３及び払出側ＩＣタグ
３２０ａは、パチンコ機１０の背面部において相互に近接した位置にある。
【０２５４】
　主側ＩＣタグ３０３と払出側ＩＣタグ３２０ａとが相互に近接した位置にある構成にお
いて、図３０に示すように、主制御装置２７１と払出制御装置３１１との間には両者の間
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を遮る部材が介在していない。つまり、主側ＩＣタグ３０３と払出側ＩＣタグ３２０ａと
の間には、電波を遮断する部材が設けられていない。
【０２５５】
　主側ＩＣタグ３０３と払出側ＩＣタグ３２０ａとの間にコネクタが存在しないように、
主制御装置２７１及び払出制御装置３１１においてコネクタ設置領域ＣＳ１，ＣＳ２，Ｃ
Ｓ３が設定されている。また、主側ＩＣタグ３０３と払出側ＩＣタグ３２０ａよりも回動
先端側にコネクタが存在しないように、主制御装置２７１及び払出制御装置３１１におい
てコネクタ設置領域ＣＳ１，ＣＳ２，ＣＳ３が設定されている。さらに、コネクタ設置領
域ＣＳ１，ＣＳ２，ＣＳ３の各コネクタに接続される電気配線は、主側ＩＣタグ３０３と
払出側ＩＣタグ３２０ａとが集約させて配置されたタグ集約領域ＴＳを通らないように引
き回れている。これにより、主側ＩＣタグ３０３と払出側ＩＣタグ３２０ａとの間に電気
配線が介在することはなく、さらに主側ＩＣタグ３０３及び払出側ＩＣタグ３２０ａと電
気配線とが前後に並ばないようになっている。
【０２５６】
　以上より、主側ＩＣタグ３０３と払出側ＩＣタグ３２０ａとは、パチンコ機１０の背面
部における非遮断領域において、本体枠１２における回動先端側の端部のタグ集約領域Ｔ
Ｓに集約させて設けられている。これにより、ＩＤ情報の読み取り作業に際しては、外枠
１１に対する本体枠１２の施錠状態を解除して、本体枠１２をパチンコ機１０の前方に回
動させることにより、主側ＩＣタグ３０３及び払出側ＩＣタグ３２０ａをパチンコ機１０
の前方に大きく引き出すことができる。これにより、ＩＤ情報の読み取りを行うリーダ装
置を各ＩＣタグ３０３，３２０ａの位置に無理なく持っていくことができる。
【０２５７】
　また、本構成によれば、図３１（ａ）に示すように外枠１１に対して本体枠１２を僅か
に開放させるだけでも、本体枠１２の側方から主側ＩＣタグ３０３及び払出側ＩＣタグ３
２０ａに対してリーダ装置Ｒを近接させることもできる。そして、この両ＩＣタグ３０３
，３２０ａに対して近接させた位置にて、リーダ装置Ｒから各ＩＣタグ３０３，３２０ａ
の各共振周波数に対応した呼出波をそれぞれに対して発信することにより、各ＩＣタグ３
０３，３２０ａからＩＤ情報を読み取ることができる。なお、リーダ装置Ｒは、各共振周
波数に対応した呼出波を発信する機能を有しており、リーダ装置Ｒに設けられた操作部を
作業者等が操作することによって発信する呼出波の共振周波数が変更される。
【０２５８】
　例えば、図３１（ｂ）に示すように、主側ＩＣタグ３０３が主制御装置２７１において
本体枠１２の回動基端側にある場合には、外枠１１に対して本体枠１２を大きく開放しな
い限り、主側ＩＣタグ３０３に対してリーダ装置Ｒを近接させることができない。また、
リーダ装置Ｒから発信される電波が微弱であることに起因して、主側ＩＣタグ３０３から
ＩＤ情報を読み取る場合には当該主側ＩＣタグ３０３にリーダ装置Ｒを近接させる必要が
生じ、払出側ＩＣタグ３２０ａからＩＤ情報を読み取る場合には当該払出側ＩＣタグ３２
０ａにリーダ装置Ｒを近接させる必要が生じる。これに対して、上記のとおり本パチンコ
機１０では、本体枠１２を大きく開放させる必要はなく、さらに主側ＩＣタグ３０３及び
払出側ＩＣタグ３２０ａの両方に対してリーダ装置Ｒを同時に近接させることができる。
よって、ＩＤ情報の読み取り作業の作業性の向上が図られている。
【０２５９】
　また、主側ＩＣタグ３０３と払出側ＩＣタグ３２０ａとの間に電波を遮断する部材が介
在しておらず、さらに各ＩＣタグ３０３，３２０ａは電気配線によって覆われていない。
よって、本体枠１２をパチンコ機１０の前方に回動させ、主側ＩＣタグ３０３及び払出側
ＩＣタグ３２０ａの両方に対して近接した位置にリーダ装置Ｒを持っていくだけで、各Ｉ
Ｃタグ３０３，３２０ａからのＩＤ情報の読み取りが可能となる。
【０２６０】
　次に、裏パックユニット２０３の構成を図３２，図３３に基づいて説明する。図３２は
裏パックユニット２０３の正面図、図３３は裏パックユニット２０３の分解斜視図である
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。
【０２６１】
　裏パックユニット２０３は、裏パック３５１と遊技球の払出機構部３５２とが一体化さ
れることにより構成されている。裏パック３５１は透明性を有する合成樹脂により一体成
型されており、略平坦状のベース部３５３と、パチンコ機１０後方に突出し横長の略直方
体形状をなす保護カバー部３５４とを有する。保護カバー部３５４は左右側面及び上面が
閉鎖され且つ下面のみが開放された形状をなし、少なくとも可変表示ユニット３５を囲む
のに十分な大きさを有する。
【０２６２】
　裏パック３５１のベース部３５３には、保護カバー部３５４を迂回するようにして払出
機構部３５２が配設されている。すなわち、裏パック３５１の最上部には上方に開口した
タンク３５５が設けられており、タンク３５５には遊技場の島設備から供給される遊技球
が逐次補給される。タンク３５５の下方には、例えば横方向２列（２条）の球通路を有し
下流側に向けて緩やかに傾斜するタンクレール３５６が連結され、タンクレール３５６の
下流側には上下方向に延びるケースレール３５７が連結されている。払出装置３５８はケ
ースレール３５７の最下流部に設けられ、払出制御装置３１１の制御により払出モータ３
５８ａが駆動されて必要個数の遊技球の払出が適宜行われる。払出装置３５８より払い出
された遊技球は払出通路３５９等を通じて前記上皿２３等に供給される。
【０２６３】
　払出機構部３５２には、払出制御装置３１１から払出装置３５８への払出指令の信号を
中継する裏パック制御基板３８１が設置されている。また、裏パック制御基板３８１は、
外部より主電源を取り込む役割を果たす。即ち、裏パック制御基板３８１には、例えば交
流２４ボルトの主電源が供給され、電源スイッチ３８１ａの切替操作により電源ＯＮ又は
電源ＯＦＦとされるようになっている。
【０２６４】
　裏パック３５１には、その右上部に枠用外部端子板３９０が設けられている。枠用外部
端子板３９０には、タンク３５５やタンクレール３５６で遊技球が不足した場合に信号出
力するための出力端子、所定個数の賞球を払い出す毎に信号出力するための出力端子、所
定個数の遊技球を貸し出す毎に信号出力するための出力端子、本体枠１２の開放時に信号
出力するための出力端子、及び前扉枠１３の開放時に信号出力するための出力端子が設け
られている。そして、これらの出力端子を通じて、遊技場側の管理制御装置に対して枠側
の状態に関する信号が出力される。
【０２６５】
　裏パック３５１には、パチンコ機１０後方からみて右端部に上下一対の掛止ピン３８５
が設けられており、掛止ピン３８５を前記軸受け部２３８に上方から挿通させることで、
裏パックユニット２０３が本体枠１２に対して回動可能に片持ち支持される。裏パック３
５１には、左端部に締結具として上下一対のナイラッチ３８６が設けられると共に、上端
部に係止孔３８７が設けられており、ナイラッチ３８６を前記被締結孔２４０にはめ込む
と共に、係止孔３８７に前記固定具２４２を挿入した上で当該固定具２４２を回動操作す
ることで、裏パックユニット２０３が本体枠１２に固定される。また、前記固定具２４１
，２４３によっても裏パックユニット２０３が本体枠１２に固定される。なお、軸受け部
２３８及び掛止ピン３８５が前記支軸部Ｍ６に、被締結孔２４０及びナイラッチ３８６が
前記締結部Ｍ７に、固定具２４２及び係止孔３８７が前記係止部Ｍ８に、それぞれ相当す
る。また、固定具２４３が前記係止部Ｍ９に相当する。
【０２６６】
　次に、本パチンコ機１０の電気的構成について、図３４のブロック図に基づいて説明す
る。図３４では、電力の供給ラインを二重線矢印で示し、信号ラインを実線矢印で示す。
【０２６７】
　主制御装置２７１に設けられた主制御基板２７８には、主制御回路５００と停電監視回
路５０８とが内蔵されている。主制御回路５００には、上述したマイコンチップ２７８ａ



(40) JP 5315602 B2 2013.10.16

10

20

30

40

50

としてのＣＰＵ５０１が搭載されている。ＣＰＵ５０１には、当該ＣＰＵ５０１により実
行される各種の制御プログラムや固定値データを記憶したＲＯＭ５０２と、そのＲＯＭ５
０２内に記憶される制御プログラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶するた
めのメモリであるＲＡＭ５０３と、割込回路やタイマ回路、データ入出力回路などの各種
回路が内蔵されている。
【０２６８】
　ＲＡＭ５０３は、パチンコ機１０の電源の遮断後においても電源及び発射制御装置３１
３に設けられた電源及び発射制御基板３１３ａからデータ記憶保持用電力（データ記憶保
持用電圧）が供給されてデータが保持される構成となっている。詳細には、電源及び発射
制御基板３１３ａには、データ記憶保持用コンデンサが設けられており、当該コンデンサ
からデータ記憶保持用電力が供給される。
【０２６９】
　ＣＰＵ５０１には、アドレスバス及びデータバスで構成されるバスラインを介して入出
力ポートが接続されている。主制御回路５００の入力側には、主制御基板２７８に設けら
れた電源監視回路５０８、払出制御装置３１１に設けられた払出制御基板３１１ａ及びそ
の他図示しないスイッチ群などが接続されている。この場合に、電源監視回路５０８には
電源及び発射制御基板３１３ａが接続されており、主制御回路５００には電源監視回路５
０８を介して電力が供給される。
【０２７０】
　一方、主制御回路５００の出力側には、電源監視回路５０８、払出制御基板３１１ａ及
び中継端子板２７６が接続されている。払出制御基板３１１ａには、賞球コマンドなどと
いった各種コマンドが出力される。かかる場合に、当該各種コマンドは、ハーネスを介し
て一方向通信によって出力される。中継端子板２７６を介して主制御回路５００から音声
ランプ制御装置２７２に設けられた音声ランプ制御基板２７２ａに対して各種コマンドな
どが出力される。
【０２７１】
　電源監視回路５０８は、主制御回路５００と電源及び発射制御基板３１３ａとを中継し
、また電源及び発射制御基板３１３ａから出力される最大電源である直流安定２４ボルト
の電源を監視する。
【０２７２】
　払出制御基板３１１ａは、払出モータ３５８ａにより賞球や貸し球の払出制御を行うも
のである。演算装置であるＣＰＵ５１１は、そのＣＰＵ５１１により実行される制御プロ
グラムや固定値データ等を記憶したＲＯＭ５１２と、ワークメモリ等として使用されるＲ
ＡＭ５１３とを備えている。
【０２７３】
　払出制御基板３１１ａのＲＡＭ５１３は、主制御回路５００のＲＡＭ５０３と同様に、
パチンコ機１０の電源の遮断後においても電源及び発射制御基板３１３ａからデータ記憶
保持用電力が供給されてデータを保持できる構成となっている。
【０２７４】
　払出制御基板３１１ａのＣＰＵ５１１には、アドレスバス及びデータバスで構成される
バスラインを介して入出力ポートが接続されている。払出制御基板３１１ａの入力側には
、主制御回路５００、電源及び発射制御基板３１３ａ、及び裏パック接続基板３８１が接
続されている。また、払出制御基板３１１ａの出力側には、主制御回路５００及び裏パッ
ク接続基板３８１が接続されている。この場合に、裏パック接続基板３８１を介して払出
装置３５８などを含む払出機構部３５２が接続されている。
【０２７５】
　電源及び発射制御基板３１３ａは、電源部と発射制御部とを備えている。電源部は、二
重線矢印で示す経路を通じて、主制御回路５００や払出制御基板３１１ａ等に対して各々
に必要な動作電力を供給する。その概要としては、電源部は、裏パック接続基板３８１を
介して供給される交流２４ボルト電源を取り込み、各種スイッチやモータ等を駆動するた
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めの＋１２Ｖ電力、ロジック用の＋５Ｖ電力、ＲＡＭのデータ記憶保持用電力などを生成
し、これら＋１２Ｖ電力、＋５Ｖ電力及びデータ記憶保持用電力を主制御回路５００や払
出制御基板３１１ａ等に対して供給する。なお、データ記憶保持用電力を生成するとは、
データ記憶保持用コンデンサの充電を行うことをいう。
【０２７６】
　発射制御部は、遊技者による遊技球発射ハンドル１８の操作にしたがって発射ソレノイ
ド１６２の発射制御を担うものであり、発射ソレノイド１６２は所定の発射条件が整って
いる場合に駆動される。具体的には、発射制御部には遊技球発射ハンドル１８に設けられ
た発射スイッチ３３１、タッチセンサ３３２及び止め打ちスイッチ３３３が接続されてお
り、発射スイッチ３３１及びタッチセンサ３３２がオン、止め打ちスイッチ３３３がオフ
の状態となった場合に限って発射許可信号を主制御回路５００（電源監視回路５０８を介
して）に出力する。主制御回路５００は、当該発射許可信号の入力に基づいて所定周期の
発射制御信号を発射制御部（電源監視回路５０８を介して）に出力する。これにより、発
射制御部は、発射制御信号の入力周期にしたがって発射ソレノイド１６２を駆動する。こ
の場合に、遊技球発射ハンドル１８にはハンドル操作量を判定するためのダイヤル可変抵
抗器が設けられており、発射制御部はダイヤル可変抵抗器における抵抗値の変化に基づい
て発射ソレノイド１６２による打ち出し速度を決定する。
【０２７７】
　なお、電源部には、ＲＡＭ消去スイッチ回路が設けられており、ＲＡＭ消去スイッチ３
２３のスイッチ信号を取り込み、そのスイッチ３２３の状態に応じて主制御回路５００の
ＲＡＭ５０３に記憶されたデータをクリアするためのＲＡＭ消去信号を出力する。即ち、
ＲＡＭ消去スイッチ３２３が押された際、ＲＡＭ消去スイッチ回路は主制御回路５００に
対してＲＡＭ消去信号を出力する。これにより、ＲＡＭ消去スイッチ３２３が押された状
態でパチンコ機１０の電源が投入されると、主制御回路５００においてＲＡＭ５０３のデ
ータがクリアされる。また、この際、主制御回路５００から払出制御基板３１１ａに対し
て払出初期化コマンドが出力され、払出制御基板３１１ａにおいてもＲＡＭ５１３のデー
タがクリアされる。
【０２７８】
　音声ランプ制御基板２７２ａは、スピーカ２０や各種ランプ１０２～１０６、及び表示
制御装置２１４を制御するものである。演算装置であるＣＰＵ５２１は、そのＣＰＵ５２
１により実行される制御プログラムや固定値データ等を記憶したＲＯＭ５２２と、ワーク
メモリ等として使用されるＲＡＭ５２３とを備えている。
【０２７９】
　音声ランプ制御基板２７２ａのＣＰＵ５２１にはアドレスバス及びデータバスで構成さ
れるバスラインを介して入出力ポートが接続されている。音声ランプ制御基板２７２ａの
入力側には中継端子板２７６に中継されて主制御回路５００が接続されており、基本的に
は主制御回路５００から出力される各種コマンドに基づいて、スピーカ２０、各種ランプ
１０２～１０６、及び表示制御装置２１４を制御する。表示制御装置２１４は、音声ラン
プ制御基板２７２ａから入力する表示コマンドに基づいて図柄表示装置４１を制御する。
【０２８０】
　以上詳述した本実施の形態によれば、以下の優れた効果を奏する。
【０２８１】
　主制御装置２７１の封印シール３００にＩＣタグ３０３を取り付けるとともに、払出制
御装置３１１の封印シール３２０にＩＣタグ３２０ａを取り付けた。これにより、各ＩＣ
タグ３０３，３２０ａからＩＤ情報の読み取りを行うことで、主制御装置２７１又は払出
制御装置３１１に対して不正行為が行われたか否かを確認することができる。特に、主制
御装置２７１及び払出制御装置３１１は、遊技球の払い出しに大きく関わる制御装置であ
るため、それら主制御装置２７１及び払出制御装置３１１の両方に対してＩＣタグ３０３
，３２０ａを取り付けることで、パチンコ機１０に対する不正行為を好適に抑制すること
ができる。
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【０２８２】
　かかる構成において、主制御装置２７１及び払出制御装置３１１を並設するとともに、
主側ＩＣタグ３０３及び払出側ＩＣタグ３２０ａが相互に近接するように主制御装置２７
１及び払出制御装置３１１における各ＩＣタグ３０３，３２０ａの取り付け位置を設定し
た。これにより、ＩＤ情報の読み取り作業に際しては、主側ＩＣタグ３０３と払出側ＩＣ
タグ３２０ａとの両方に対して近接する所定位置にリーダ装置Ｒを持っていくことが可能
となる。そして、その所定位置にて主側ＩＣタグ３０３及び払出側ＩＣタグ３２０ａの両
方からＩＤ情報を読み取ることが可能となる。つまり、主側ＩＣタグ３０３及び払出側Ｉ
Ｃタグ３２０ａのそれぞれに対応させてリーダ装置Ｒを移動させる必要がなくなる。よっ
て、ＩＤ情報の読み取り作業の作業性の向上が図られ、ＩＣタグ３０３，３２０ａを利用
した不正発見作業を効率良く行うことができる。
【０２８３】
　近接させた各ＩＣタグ３０３，３２０ａの間に電波を遮断する部材が介在しないように
した。例えば、近接させた各ＩＣタグ３０３，３２０ａの間に電波を遮断する部材が介在
する場合を想定すると、主側ＩＣタグ３０３と払出側ＩＣタグ３２０ａとの両方に対して
近接する所定位置にリーダ装置Ｒを持っていったとしても、電波を遮断する部材によって
少なくとも一方のＩＣタグからのＩＤ情報の読み取りが不可又は読み取りが行いづらくな
るおそれがある。これに対して、近接させた各ＩＣタグ３０３，３２０ａの間に電波を遮
断する部材が介在しないため、上記不都合の発生が抑制され、各ＩＣタグ３０３，３２０
ａを近接させた効果が好適に発揮される。
【０２８４】
　特に、近接させた各ＩＣタグ３０３，３２０ａの間に、電気配線が接続されるコネクタ
が配置されないように、主制御装置２７１及び払出制御装置３１１のそれぞれにおいてＩ
Ｃタグ３０３，３２０ａのタグ集約領域ＴＳとコネクタ設置領域ＣＳ１，ＣＳ２，ＣＳ３
とを設定した。例えば、近接させた各ＩＣタグ３０３，３２０ａの間にコネクタが配置さ
れる場合を想定すると、そのコネクタに接続される電気配線によりいずれかのＩＣタグ３
０３，３２０ａの少なくとも一部が覆われ、主側ＩＣタグ３０３と払出側ＩＣタグ３２０
ａとの両方に対して近接する所定位置にリーダ装置Ｒを持っていったとしても、電気配線
によって少なくとも一方からのＩＤ情報の読み取りが不可又は読み取りが行いづらくなる
おそれがある。この場合、ＩＤ情報の読み取り作業に際して電気配線を動かしてＩＣタグ
３０３，３２０ａが当該電気配線によって覆われていない状態とする必要が生じ、読み取
り作業の作業性が低下するおそれがある。これに対して、近接させた各ＩＣタグ３０３，
３２０ａの間にコネクタが配置されないため、上記不都合の発生が抑制され、各ＩＣタグ
３０３，３２０ａを近接させた効果が好適に発揮される。
【０２８５】
　本体枠１２及び遊技盤３０の背面に主制御装置２７１及び払出制御装置３１１を搭載す
るとともに、当該背面において電波を遮断する部材によって覆われていない領域に各ＩＣ
タグ３０３，３２０ａを集約させた。これにより、本体枠１２をパチンコ機１０の前方に
回動させ、各ＩＣタグ３０３，３２０ａに近接した位置にリーダ装置Ｒを持っていくだけ
で、各ＩＣタグ３０３，３２０ａからＩＤ情報を読み取ることが可能となる。これにより
、読み取り作業の作業性の向上が図られる。
【０２８６】
　特に、主側ＩＣタグ３０３及び払出側ＩＣタグ３２０ａを本体枠１２の回動先端側の端
部において当該端部に沿って並設した。これにより、本体枠１２をパチンコ機１０の前方
に回動させることで、各ＩＣタグ３０３，３２０ａの両方を極力大きくパチンコ機１０の
前方に引き出すことができる。例えば、各ＩＣタグ３０３，３２０ａを左右方向に並設す
る構成も考えられるが、かかる構成ではいずれかのＩＣタグがもう一方のＩＣタグに対し
て本体枠１２の回動基端側となってしまう。これに対して、本構成によれば、上記のとお
り各ＩＣタグ３０３，３２０ａの両方を極力大きくパチンコ機１０の前方に引き出すこと
ができる。よって、リーダ装置Ｒを各ＩＣタグ３０３，３２０ａの位置に無理なく持って
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いくことができ、読み取り作業の作業性の向上が図られる。また、本構成によれば、本体
枠１２をパチンコ機１０の前方に大きく回動させなくても、リーダ装置Ｒを各ＩＣタグ３
０３，３２０ａの位置に持っていくことが可能となるため、かかる観点からも読み取り作
業の作業性の向上が図られる。
【０２８７】
　各ＩＣタグ３０３，３２０ａは、リーダ装置Ｒから発信される特定の共振周波数の電波
を受信することによりＩＤ情報を含んだ電波を応答波として発信する構成となっている。
これにより、各ＩＣタグ３０３，３２０ａから常に電波が発信されるのではなく、ＩＤ情
報の読み取り作業が行われる場合に各ＩＣタグ３０３，３２０ａから電波が発信される。
これにより、ＩＤ情報の読み取り作業時ではない通常時などにおいて各ＩＣタグ３０３，
３２０ａから電波が発信されることが防止される。遊技時などにおいて各ＩＣタグ３０３
，３２０ａから電波が発信されると、それが主制御装置２７１や払出制御装置３１１に対
してノイズとなりそれら制御装置２７１，３１１が誤動作するおそれがあるが、本構成に
よれば、かかる不都合の発生を防止することができる。
【０２８８】
　かかる構成において、主側ＩＣタグ３０３の共振周波数と払出側ＩＣタグ３２０ａの共
振周波数とを異ならせた。上記のとおり、主側ＩＣタグ３０３と払出側ＩＣタグ３２０ａ
とが集約されている構成においては、主側ＩＣタグ３０３からの電波と払出側ＩＣタグ３
２０ａからの電波とがリーダ装置Ｒにて同時に受信されＩＤ情報の混線が発生することで
、ＩＤ情報の読み取りを正確に行えないおそれがある。これに対して、上記のとおり主側
ＩＣタグ３０３の共振周波数と払出側ＩＣタグ３２０ａの共振周波数とが異なっているた
め、リーダ装置Ｒからの各呼出波の発信タイミングを異ならせることで、各ＩＣタグ３０
３，３２０ａからの応答波がリーダ装置Ｒにて同時に受信されることが抑制され、ＩＤ情
報の読み取りを正確に行うことができる。
【０２８９】
　なお、上述した実施の形態の記載内容に限定されず、例えば次のように実施してもよい
。
【０２９０】
　（１）ＩＣタグの集約配置に関する構成の変形例を、図３５（ａ），（ｂ）に示す。
【０２９１】
　図３５（ａ）では、上記実施の形態と同様に本体枠１２の背面に、主制御装置５３１、
払出制御装置５３２、及び音声ランプ制御装置５３３が搭載されている。主制御装置５３
１、払出制御装置５３２、及び音声ランプ制御装置５３３には、それぞれ封印シール５３
４，５３５，５３６が貼り付けられており、各封印シール５３４，５３５，５３６にはＩ
Ｃタグ５３４ａ，５３５ａ，５３６ａが埋め込まれている。
【０２９２】
　主制御装置５３１、払出制御装置５３２、及び音声ランプ制御装置５３３は相互に近接
させて配置されている。詳細には、払出制御装置５３２及び音声ランプ制御装置５３３は
主制御装置５３１の下方において左右に並設されており、さらに主制御装置５３１と払出
制御装置５３２及び音声ランプ制御装置５３３とは、上下に並設されている。
【０２９３】
　かかる構成において、各ＩＣタグ５３４ａ，５３５ａ，５３６ａが相互に近接するよう
に、各制御装置５３１，５３２，５３３において封印シール５３４，５３５，５３６の貼
り付け位置が設定されている。つまり、各制御装置５３１，５３２，５３３において他の
２つの制御装置と対向する位置に封印シール５３４，５３５，５３６が貼り付けられてお
り、各ＩＣタグ５３４ａ，５３５ａ，５３６ａは各制御装置５３１，５３２，５３３が配
置された領域の略中央に集約されている。
【０２９４】
　本構成によれば、ＩＤ情報の読み取り作業に際しては、本体枠１２をパチンコ機１０の
前方に回動させ、各制御装置５３１，５３２，５３３に配置された領域の略中央にリーダ
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装置を持っていくことで、当該リーダ装置を各ＩＣタグ５３４ａ，５３５ａ，５３６ａに
対して近接させることができる。そして、その位置にて各ＩＣタグ５３４ａ，５３５ａ，
５３６ａからＩＤ情報を読み取ることができる。以上より、３つの制御装置（監視対象物
）に対してＩＣタグを設けた構成において、ＩＤ情報の読み取り作業の作業性の向上を図
ることができる。
【０２９５】
　なお、３つのＩＣタグ５３４ａ，５３５ａ，５３６ａの集約に関する構成は上記構成に
限定されることはなく、例えば、各制御装置５３１，５３２，５３３を上下方向に並設す
るとともに、３つのＩＣタグ５３４ａ，５３５ａ，５３６ａを本体枠１２の回動先端側の
端部において当該端部に沿って並べる構成としてもよい。
【０２９６】
　図３５（ｂ）では、本体枠１２の背面において主制御装置５４１と払出制御装置５４２
とが前後方向に重ねて設けられている（又は前後方向に並設されているとも言える）。主
制御装置５４１及び払出制御装置５４２には、それぞれ封印シール５４３，５４４が貼り
付けられており、各封印シール５４３，５４４にはＩＣタグ５４３ａ，５４４ａが埋め込
まれている。
【０２９７】
　かかる構成において、各ＩＣタグ５４３ａ，５４４ａが前後方向に並ぶように、各制御
装置５４１，５４２において各封印シール５４３，５４４の貼り付け位置が設定されてい
る。これにより、ＩＤ情報の読み取り作業に際しては、本体枠１２をパチンコ機１０の前
方に回動させ、各制御装置５４１，５４２において各ＩＣタグ５４３ａ，５４４ａが集約
された位置にリーダ装置を持っていくことで、当該リーダ装置を各ＩＣタグ５４３ａ，５
４４ａに対して近接させることができる。そして、その位置にて各ＩＣタグ５４３ａ，５
４４ａからＩＤ情報を読み取ることができる。
【０２９８】
　（２）裏パック３５１により本体枠１２の背面側全体が覆われる構成のパチンコ機に対
して本発明を適用してもよい。当該パチンコ機において、本体枠１２の背面に主制御装置
２７１及び払出制御装置３１１が搭載された構成では、主制御装置２７１及び払出制御装
置３１１は本体枠１２と裏パック３５１とにより内包され、これら主制御装置２７１及び
払出制御装置３１１はパチンコ機の内部に設けられた構成となる。
【０２９９】
　かかる構成において、本体枠１２の背面にて主制御装置２７１及び払出制御装置３１１
を並設するとともに、主側ＩＣタグ３０３及び払出側ＩＣタグ３２０ａを集約させる又は
相互に近接させて配置するのが好ましい。当該構成とすることにより、ＩＤ情報の読み取
り作業に際しては、本体枠１２をパチンコ機の前方に回動させるとともに、裏パック３５
１を本体枠１２から開放させることで、各ＩＣタグ３０３，３２０ａの位置にリーダ装置
を持っていくことができ、当該位置にて各ＩＣタグ３０３，３２０ａからＩＤ情報を読み
取ることができる。これにより、監視対象物である各制御装置２７１，３１１がパチンコ
機の内部に設けられた構成においても、ＩＤ情報の読み取り作業の作業性の向上を図るこ
とができる。
【０３００】
　（３）上記実施の形態では、主制御装置２７１と払出制御装置３１１とにそれぞれＩＣ
タグ３０３，３２０ａを取り付けたが、これらに加えて他の監視対象物に対して、又はこ
れら以外の監視対象物に対してＩＣタグを取り付けてもよい。例えば、遊技盤３０、電源
及び発射制御装置３１３、又は払出装置３５８等にＩＣタグを取り付けてもよい。かかる
構成であっても、複数のＩＣタグを所定の領域に集約することで、ＩＤ情報の読み取り作
業の作業性の向上を図ることができる。
【０３０１】
　（４）上記実施の形態では、主制御装置２７１及び払出制御装置３１１をパチンコ機１
０の背面部において露出するように設けたが、主制御装置２７１及び払出制御装置３１１
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が、例えば樹脂製カバー等といった電波を遮断しない材料で形成されたカバーにより覆わ
れた構成としてもよい。当該構成であっても、電波はカバーを透過するため、カバーを取
り除かなくても各ＩＣタグ３０３，３２０ａからＩＤ情報を読み取ることができる。
【０３０２】
　（５）各ＩＣタグ３０３，３２０ａの共振周波数を同一としてもよい。当該構成におい
ては、主側ＩＣタグ３０３と払出側ＩＣタグ３２０ａとが集約された領域にリーダ装置を
持っていき、当該リーダ装置から前記同一とした共振周波数の呼出波を発信することで、
両ＩＣタグ３０３，３２０ａからＩＤ情報をまとめて読み取ることが可能となる。これに
より、読み取り作業の作業性の向上が図られ、ＩＣタグ３０３，３２０ａを利用した不正
発見作業を効率良く行うことができる。
【０３０３】
　（６）上記実施の形態において、各ＩＣタグ３０３，３２０ａの両方からＩＤ情報を読
み取り可能な位置にリーダ装置を位置決めするための位置決め手段を設けてもよい。当該
位置決め手段としては、リーダ装置における特定の一部を当接させる当接部を、本体枠１
２、遊技盤３０、第１制御基板ユニット２０１、第２制御基板ユニット２０２、又は裏パ
ックユニット２０３に設ける構成が考えられる。この場合、ＩＤ情報の読み取り作業に際
しては、位置決め手段により位置決めされる位置にリーダ装置を持っていくことで両ＩＣ
タグ３０３，３２０ａからのＩＤ情報の読み取りが可能となるため、読み取り作業を行う
作業者にとっては当該作業が画一化され、当該作業の作業性の向上を図ることができる。
【０３０４】
　（７）上記実施の形態では、ＩＣタグ３０３，３２０ａを有する封印シール３００，３
２０を、主制御装置２７１及び払出制御装置３１１それぞれの基板ボックス２７３，３１
５外面に貼り付ける構成としたが、この構成を変更する。例えば、同基板ボックス２７３
，３１５の内周面に貼り付けても良い。また、基板ボックス２７３，３１５を構成する樹
脂材にＩＣタグ３０３，３２０ａを埋設しても良い。さらに、ＩＣタグ３０３，３２０ａ
を有するシール部材を基板部材に直接貼り付けても良い。
【０３０５】
　（８）上記実施の形態では、ＩＣタグ３０３，３２０ａはリーダ装置からの呼出波を受
信することによりＩＤ情報を応答波として発信する構成としたが、これに代えて、ＩＤ情
報を含んだ電波を常時発信するＩＣタグとしてもよい。
【０３０６】
　（９）払出制御装置３１１の基板ボックス３１５に対して主制御装置２７１の基板ボッ
クス２７３の構成を適用してもよい。つまり、払出制御装置３１１の基板ボックス３１５
は貼付板部を有する構成とし、当該貼付板部に対して払出側封印シール３２０を貼り付け
るとともに、払出側ＩＣタグ３２０ａを取り付ける。
【０３０７】
　また、かかる構成において、払出制御装置３１１を、貼付板部が本体枠１２の回動先端
側の端部に沿う位置において、当該貼付板部が回動先端側の端部に対して略平行となるよ
うに搭載するのが好ましい。これにより、払出側ＩＣタグ３２０ａは本体枠１２における
回動先端側の端部に位置することとなる。また、上記実施の形態における主制御装置２７
１の搭載位置に対して本構成を適用することで、本体枠１２の回動先端側の端部に沿って
各制御装置２７１，３１１の貼付板部が並び、本体枠１２の回動先端側の端部に沿って各
ＩＣタグ３０３，３２０ａが並ぶこととなる。
【０３０８】
　（１０）上記実施の形態では、第１図柄の変動表示を行う図柄表示装置４１と別に第１
特定ランプ部４７を設ける構成としたが、第１特定ランプ部４７を設けずともよい。
【０３０９】
　（１１）上記実施の形態とは異なる他のタイプのパチンコ機等、例えば特別装置の特定
領域に遊技球が入ると電動役物が所定回数開放するパチンコ機や、特別装置の特定領域に
遊技球が入ると権利が発生して大当たりとなるパチンコ機、他の役物を備えたパチンコ機
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、アレンジボール機、雀球等の遊技機にも、複数の電子タグを所定の領域に集約した本発
明を適用できる。
【０３１０】
　また、弾球式でない遊技機、例えば、複数種の図柄が周方向に付された複数のリールを
備え、メダルの投入及びスタートレバーの操作によりリールの回転を開始し、ストップス
イッチが操作されるか所定時間が経過することでリールが停止した後に、表示窓から視認
できる有効ライン上に特定図柄又は特定図柄の組合せが成立していた場合にはメダルの払
い出し等といった特典を遊技者に付与するスロットマシンにも、複数の電子タグを所定の
領域に集約した本発明を適用できる。
【０３１１】
　例えば、スロットマシンに本発明を適用する場合には、遊技を統括管理する主制御装置
と、液晶表示装置などといった補助表示部を制御する表示制御装置とのそれぞれに電子タ
グを取り付けるとともに、それら各電子タグを集約させる構成が考えられる。また、スロ
ットマシンは、前方に開放されリール装置などが搭載される筐体と、当該筐体に対してス
ロットマシン前方に回動可能に支持され筐体に対して閉じた状態においては当該筐体の前
方開放部を塞ぐ前面扉とを備える。かかる構成において、主制御装置と表示制御装置とを
前面扉の背面部に搭載するとともに、各電子タグを前面扉の回動先端側の端部に集約させ
ることにより、それら電子タグからのＩＤ情報の読み取り作業に際しての作業性の向上を
図ることができる。
【０３１２】
　また、取込装置を備え、貯留部に貯留されている所定数の遊技球が取込装置により取り
込まれた後にスタートレバーが操作されることによりリールの回転を開始する、パチンコ
機とスロットマシンとが融合された遊技機にも、複数の電子タグを所定の領域に集約した
本発明を適用できる。
【図面の簡単な説明】
【０３１３】
【図１】パチンコ機を示す正面図である。
【図２】パチンコ機の主要な構成を展開又は分解して示す斜視図である。
【図３】パチンコ機を構成する本体枠の前面構成を示す正面図である。
【図４】遊技盤の構成を示す正面図である。
【図５】遊技球発射機構の構成を示す正面図である。
【図６】前扉枠の構成を示す背面図である。
【図７】パチンコ機の構成を示す背面図である。
【図８】パチンコ機の背面構成を主要部品毎に分解して示す分解斜視図である。
【図９】パチンコ機裏面における第１制御基板ユニット、第２制御基板ユニット及び裏パ
ックユニットの配置を示す模式図である。
【図１０】本体枠及び遊技盤の構成を示す背面図である。
【図１１】本体枠の背面構成を示す斜視図である。
【図１２】遊技盤の背面構成を示す斜視図である。
【図１３】軸受け金具の構成を示す斜視図である。
【図１４】第１制御基板ユニットの構成を示す正面図である。
【図１５】第１制御基板ユニットの構成を示す斜視図である。
【図１６】第１制御基板ユニットの分解斜視図である。
【図１７】主制御装置の斜視図である。
【図１８】主制御装置の分解斜視図である。
【図１９】基板ボックスを説明するための説明図である。
【図２０】主制御装置に貼り付けられた封印シール周辺を拡大して示す斜視図である。
【図２１】主制御装置の基板ボックスに形成された貼付板部の縦断面図である。
【図２２】封印シールの構成を示す断面図である。
【図２３】（ａ）は封印シールの構成を示す正面図、（ｂ）は封印シールの構成を示す背
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【図２４】封印シールの構成を示す背面図である。
【図２５】（ａ）は封印シール周辺を拡大して示す正面図、（ｂ）は封印シール周辺を拡
大して示す側面図、（ｃ）は封印シール周辺を拡大して示す背面図である。
【図２６】第２制御基板ユニットの構成を示す正面図である。
【図２７】第２制御基板ユニットの構成を示す斜視図である。
【図２８】第２制御基板ユニットの分解斜視図である。
【図２９】主側ＩＣタグ及び払出側ＩＣタグ周辺を拡大して示すパチンコ機の背面図であ
る。
【図３０】主側ＩＣタグ及び払出側ＩＣタグ周辺の構成を示す説明図である。
【図３１】（ａ）は本パチンコ機におけるＩＤ情報の読み取り作業を説明するための説明
図、（ｂ）は各ＩＣタグが集約配置されていないパチンコ機におけるＩＤ情報の読み取り
作業を説明するための説明図である。
【図３２】裏パックユニットの構成を示す正面図である。
【図３３】裏パックユニットの分解斜視図である。
【図３４】パチンコ機の電気的構成を示すブロック図である。
【図３５】ＩＣタグの集約配置に関する別例を説明するための説明図である。
【符号の説明】
【０３１４】
　１０…遊技機としてのパチンコ機、１１…取付対象としての外枠、１２…回動ベース体
としての本体枠、１３…前扉枠、１８…操作手段としての遊技球発射ハンドル、３０…遊
技盤、５０…球通路としてのレールユニット、１６０…球発射手段としての遊技球発射機
構、２７１…第１制御装置としての主制御装置、２７２…音声ランプ制御装置、２７３…
基板ボックス、２７６…ボックスベース、２７６ａ…底板部、２７７…ボックスカバー、
２７７ｂ…収容部、２８１，２８２…貼付板部、３００…封印シール、３０１…ベースシ
ート、３０２…粘着層、３０３…第１電子タグとしての主側ＩＣタグ、３０５…記憶部と
してのＩＣチップ、３０６…アンテナ部、３１１…第２制御装置としての払出制御装置、
３１５…基板ボックス、３２０…封印シール、３２０ａ…第２電子タグとしての払出側Ｉ
Ｃタグ、３２０ｂ…記憶部としてのＩＣチップ、３２０ｃ…アンテナ部、ＣＳ１，ＣＳ２
，ＣＳ３…コネクタ設置領域、Ｒ…読取装置としてのリーダ装置、ＴＳ…タグ集約領域。
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